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1. はじめに

本申請にあたり，新たに制定された「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置，構造及び設備の基準に関する規則」（平成25年6月19日制定）によ

り，自然災害や重大事故等への対応について，設備及び運用を新たに整備し

た。 

これらの東海第二発電所に関する当社の技術的能力について，「原子力事

業者の技術的能力に関する審査指針（平成16年5月27日，原子力安全委員会

決定）」（以下「技術的能力指針」という。）への適合性を示す。 

2. 技術的能力指針との対応について

東海第二発電所に関する技術的能力については，次の6項目に分けて説明

する。また，技術的能力指針との対応を併せて示す。 

(1) 組 織 ⇔ 指針１ 設計及び工事のための組織 

  指針５ 運転及び保守のための組織 

(2) 技術者の確保 ⇔ 指針２ 設計及び工事に係る技術者の確保

  指針６ 運転及び保守に係る技術者の確保 

(3) 経 験 ⇔ 指針３ 設計及び工事の経験 

  指針７ 運転及び保守の経験 

(4) 品質保証活動 ⇔ 指針４ 設計及び工事に係る品質保証活動

  指針８ 運転及び保守に係る品質保証活動 

(5) 教育・訓練 ⇔ 指針９ 技術者に対する教育・訓練 

(6) 有資格者等の選任・配置 ⇔ 指針10 有資格者等の選任・配置
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3. 技術的能力指針に対する適合性

本変更に係る発電用原子炉施設の設計及び工事，並びに運転及び保守（以

下「設計及び運転等」という。）のための組織，技術者の確保，経験，品質

保証活動，技術者に対する教育・訓練及び有資格者等の選任・配置について

は次のとおりである。 

(1) 組 織

本変更に係る設計及び運転等は第 1 図に示す既存の原子力関係組織にて

実施する。 

これらの組織は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律」第 43 条の 3 の 24 第 1 項の規定に基づく東海第二発電所原子炉施設

保安規定（以下「保安規定」という。）等で定められた業務所掌に基づき，

明確な役割分担のもとで東海第二発電所の設計及び運転等に係る業務を適

確に実施する。 

本変更に係る設計及び工事の業務については，設計方針を発電管理室及

び開発計画室にて定め，本設計方針に基づく，現地における具体的な設計

及び工事の業務は東海第二発電所において実施する。 

本変更に係る運転及び保守の業務については，東海第二発電所の発電用

原子炉施設の運転及び燃料取扱いに関する当直業務は発電直が，発電用原

子炉施設の運転の計画及び管理に関する業務は運転管理グループが，当直

業務の支援に関する業務は運転支援グループが，発電用原子炉施設の燃料

の管理（発電直所管業務を除く。）に関する業務は炉心・燃料グループが，

放射線管理，放射性廃棄物管理及び化学管理に関する業務は放射線・化学

管理グループが，発電用原子炉施設の保修管理の総括に関する業務は保守

総括グループが，発電用原子炉施設のうち，電気，計測制御関係設備の保
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守管理（工務・設備診断グループ及び直営電気・制御グループ所管業務を

除く。）に関する業務は電気・制御グループが，発電用原子炉施設のうち

機械関係設備（建物，構築物を含む。）の保守管理（工務・診断グループ

及び直営機械グループ所管業務を除く。）に関する業務は機械グループが，

電気・制御グループ又は機械グループと協議して定める発電用原子炉施設

の保全のうち設備診断の実施に関する業務は工務・設備診断グループが，

電気・制御グループと協議して定める発電用原子炉施設の保全の実施（工

務・設備診断グループ所管業務を除く。）に関する業務は直営電気・制御

グループが，機械グループと協議して定める発電用原子炉施設の保全の実

施（工務・設備診断グループ所管業務を除く。）に関する業務は直営機械

グループが，非常時の措置，初期消火活動のための体制の整備に関する業

務は安全・防災グループが，発電用原子炉施設の保安運営の総括に関する

業務は保安運営グループが，発電用原子炉施設の運転保守計画及び管理並

びに技術管理に係る事項の総括に関する業務はプラント管理グループが実

施する。 

運転及び保守の業務のうち，自然災害や重大事故等にも適確に対処する

ため，あらかじめ，原子力防災管理者である発電所長を本部長とした原子

力防災組織を構築し対応する。本部長が警戒事態又は非常事態を宣言した

場合は発電所災害対策本部を設置し，平時の業務体制から速やかに移行す

る。 

原子力防災組織を第 2 図に示す。 

この組織は，東海第二発電所の組織要員により構成され，原子力災害へ

の移行時には，本店の原子力防災組織と連携し，外部からの支援を受ける

こととする。自然災害又は重大事故等が発生した場合は，発電所に常駐し

ている統括待機当番者，重大事故等対応要員及び当直要員等にて初期活動
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を行い，本部長の指示の下，上記要員及び発電所外から参集した参集要員

が役割分担に応じて対処する。また，重大事故等の発生と自然災害が重畳

した場合も，原子力防災組織にて適確に対処する。 

発電用原子炉施設の保安に関する事項を審議するものとして，保安規定

に基づき本店に原子炉施設保安委員会を，東海第二発電所に東海第二発電

所原子炉施設保安運営委員会を設置している。原子炉施設保安委員会は，

法令上の手続きを要する発電用原子炉設置（変更）許可申請書本文事項の

変更，保安規定の変更等を審議し，東海第二発電所原子炉施設保安運営委

員会は，発電所で作成すべき手順書の制定・改正等の発電用原子炉施設の

保安運営に関する具体的重要事項を審議することで役割分担を明確にして

いる。 

 

 (2) 技術者の確保 

  ａ．技術者数 

技術者とは，技術系社員のことを示しており，平成 29 年 8 月 1 日現

在，本店及び東海第二発電所の技術者の人数は，615 名であり，そのう

ち東海第二発電所における技術者の人数は 213 名である。 

このうち，10 年以上の経験年数を有する管理職が 87 名在籍している。 

  ｂ．有資格者数 

本店及び東海第二発電所における平成 29 年 8 月 1 日現在の有資格者

の人数は，次のとおりであり，そのうち東海第二発電所における有資格

者の人数を括弧書きで示す。 

 

発電用原子炉主任技術者          30 名（3 名） 

第１種放射線取扱主任者          82 名（18 名） 

4



5 

第１種ボイラー・タービン主任技術者    13 名（8 名） 

第１種電気主任技術者            7 名（2 名） 

運転責任者として原子力規制委員会が定める 11 名（11 名） 

基準に適合した者 

また，本変更にあたっては，自然災害や重大事故等の対応としてアク

セスルートの確保で重機を扱うこととしており，大型自動車等の資格を

有する技術者数についても確保している。 

本店及び東海第二発電所の技術者及び有資格者の人数を第 1 表に示す。

現在，確保している技術者数にて本変更に係る設計及び運転等の対応が

可能であるが，今後とも設計及び運転等を適切に行い，安全を確保し，

円滑かつ確実な業務遂行を図るため，必要な教育及び訓練を行うととも

に，採用を通じ，必要な有資格者と技術者を継続的に確保し，配置する。 

(3) 経 験

当社は，昭和 32 年以来，原子力発電に関する諸調査，諸準備等を進め

るとともに，技術者を国内及び国外の原子力関係諸施設へ多数派遺し，技

術的能力の蓄積に努めてきた。 

また，昭和 41 年 7 月に東海発電所の営業運転を開始して以来，計 4 基

の原子力発電所を有し，平成 13 年 12 月から廃止措置に着手した東海発電

所及び平成 29 年 4 月から廃止措置に着手した敦賀発電所 1 号炉を除き，

今日においては，計 2 基の原子力発電所を有し，順調な運転を行っている。 

原子力発電所 （原子炉熱出力） 営業運転の開始 

東  海  発  電  所 （  585MW） 昭和 41 年 7 月 25 日 
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（平成 13 年 10 月 4 日原子炉の解体の届出） 

（平成 18 年 6 月 30 日廃止措置計画認可） 

東 海 第 二 発 電 所 （3,293MW） 昭和 53 年 11 月 28 日 

敦賀発電所 1 号炉 （1,064MW） 昭和 45 年 3 月 14 日 

（平成 29 年 4 月 19 日廃止措置計画認可） 

敦賀発電所 2 号炉 （3,423MW） 昭和 62 年 2 月 17 日 

当社は，これら原子力発電所の建設時及び改造時の設計及び工事を通し

て豊富な経験を有し，技術力を維持している。 

また，営業運転開始以来，計 4 基の原子力発電所において，約 50 年に

及ぶ運転並びに東海発電所及び敦賀発電所 1 号炉での廃止措置を行ってお

り，運転及び保守について十分な経験を有している。 

本変更に関して，設計及び工事の経験として，東海第二発電所において

平成 19 年には給水加熱器の取替え及び平成 21 年には固体廃棄物作業建屋

設置工事等の設計及び工事を順次実施している。 

また，耐震裕度向上工事として，残留熱除去系熱交換器，可燃性ガス処

理系配管，中央制御室換気空調系ダクトサポート，排気筒について設計及

び工事を実施している。 

更なる安全性向上の観点からアクシデントマネジメント対策として，代

替反応度制御，原子炉・格納容器への代替注水，格納容器からの除熱及び

電源融通の設備改造を検討し，対策工事を実施している。 

また，経済産業大臣の指示に基づき実施した緊急安全対策により，高圧

電源車，消防ポンプ等の配備に関する設計検討を行い，対策工事を実施し

ている。 

運転及び保守に関する社内規定の改正対応や習熟訓練による運転の知
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識・技能の向上を図るとともに，工事と保守経験を継続的に積み上げてい

る。 

また，運転の経験として，当社で発生したトラブル対応や国内外のトラ

ブル情報の水平展開要否に係る判断等を通じて，トラブルに関する経験や

知識についても継続的に積み上げている。 

以上のとおり，本変更に係る同等及び類似の設計及び運転等の経験を十

分に有している。 

 

 (4) 品質保証活動 

当社における品質保証活動は，原子力発電所の安全を達成，維持及び向

上させるために，「原子力発電所における安全のための品質保証規程（Ｊ

ＥＡＣ4111-2009）」に基づき，保安規定第 3 条（品質保証計画）を含んだ

品質保証規程（以下「品質マニュアル」という。）を定め，品質マネジメ

ントシステムを確立し，実施し，評価確認し，継続的に改善している。 

また，「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に

係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則」

で求められた安全文化を醸成するための活動，関係法令の遵守に係る活動

などの要求事項についても，品質マニュアルに反映して品質マネジメント

システムを確立し，実施し，評価確認し，継続的に改善している。 

本変更に係る設計及び運転等の各段階における品質保証活動は，この品

質マネジメントシステムに基づき品質保証活動を行う体制を適切に構築し，

実施していることを以下に示す。 

  ａ．品質保証活動の体制 

当社における品質保証活動は，品質マニュアルに基づく社内規程及び

これらの文書の中で明確にした記録で構成する文書体系を構築し，実施
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している。品質保証活動に係る文書体系を第 3 図に示す。 

品質保証活動に係る体制は，社長を最高責任者とし，実施部門である

発電管理室，安全室，地域共生・広報室，総務室（本店），経理・資材

室，開発計画室、東海第二発電所及び監査部門である考査・品質監査室

（以下「各業務を主管する組織」という。）で構築している。 

社長は，品質マネジメントシステムを確立し，実施し，評価確認し，

継続的に改善することの責任と権限を有し，品質方針を設定し，原子力

安全の重要性が組織内に伝達され，理解されることを確実にしている。 

各業務を主管する組織の長は，品質方針に従い，品質保証活動の計画，

実施，評価及び改善を行い，その活動結果について，実施部門の管理責

任者である安全室を担当する取締役及び監査部門の管理責任者である考

査・品質監査室長がマネジメントレビューのインプットとして社長へ報

告している。 

各業務を主管する組織の長は，業務の実施に際して，業務に対する要

求事項を満足するように定めた社内規程に基づき，責任をもって個々の

業務を実施し，要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果

的運用の証拠を示すための必要な記録を作成し管理している。 

考査・品質監査室長は，実施部門から独立した立場で内部監査を実施

し，監査部門の管理責任者として，監査結果を社長へ報告している。 

社長は，管理責任者からの報告内容を基にマネジメントレビューを実

施し，品質方針の見直しや品質保証活動の改善のための指示を行ってい

る。 

本店の品質保証委員会では，実施部門に共通する品質マネジメントシ

ステムの運用に関する事項及びマネジメントレビューのインプットにつ

いて審議している。また，東海第二発電所の品質保証運営委員会では，
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発電所が所掌する品質マネジメントシステムの運用に関する事項及び発

電所におけるマネジメントレビューのインプットについて審議している。 

これらの審議結果が保安に影響がある場合は，別途，原子炉施設保安

委員会又は東海第二発電所の原子炉施設保安運営委員会を開催し，その

内容を審議し，その審議結果は，業務へ反映させている。 

ｂ．設計及び運転等の品質保証活動 

実施部門の各業務を主管する組織の長は，設計及び工事を品質マニュ

アルに従い，その重要度に応じて実施している。また，製品及び役務を

調達する場合は，供給者において品質保証活動が適切に遂行されるよう

要求事項を提示し，製品及び役務の重要度に応じた調達管理を行うとと

もに，調達製品が調達要求事項を満足していることを，検査及び試験等

により確認している。なお，許認可申請等に係る解析業務を調達する場

合は，解析業務に係る調達要求事項を追加して調達管理を行っている。 

実施部門の各業務を主管する組織の長は，運転及び保守を適確に遂行

するため，品質マニュアルに従い，関係法令等の要求事項を満足するよ

う個々の業務を計画し，実施し，評価を行い，継続的に改善している。

また，製品及び役務を調達する場合は，設計及び工事と同様に管理して

いる。 

各業務を主管する組織の長は，設計及び運転等において不適合が発生

した場合，不適合を除去し，再発防止のために原因を特定した上で，原

子力安全に対する重要性に応じた是正処置を実施している。また，製品

及び役務を調達する場合は，供給者においても不適合管理が適切に遂行

されるよう要求事項を提示し，不適合が発生した場合には，各業務を主

管する組織の長はその実施状況を確認している。 

上記のとおり，品質マニュアルを定めた上で，品質保証活動に必要な
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文書を定め，調達管理を含めた品質保証活動に関する計画，実施，評価

及び改善を実施する仕組み及び役割を明確化した体制を構築している。 

 

 (5) 教育・訓練 

技術者は，原則として入社後一定期間，当社の東海総合研修センター，

敦賀総合研修センター及び当社発電所において，原子力発電所の仕組み，

放射線管理等の基礎教育・訓練並びに機器配置及びプラントシステム等の

現場教育・訓練を受け，原子力発電に関する基礎知識を習得する。 

技術者の教育・訓練は，当社の東海総合研修センター及び敦賀総合研修

センターのほか，国内の原子力関係機関（株式会社ＢＷＲ運転訓練センタ

ー及び東京大学大学院工学系研究科原子力専攻等）において，各職能，目

的に応じた実技訓練や机上教育を計画的に実施し，一般及び専門知識・技

能の習得及び習熟に努める。 

また，東海第二発電所においては，原子力安全の達成に必要な技術的能

力を維持・向上させるため，保安規定等に基づき，対象者，教育内容及び

教育時間について教育の実施計画を策定し，それに従って教育を実施する。 

本変更に係る業務に従事する技術者，事務系社員及び協力会社社員に対

しては，各役割に応じた自然災害等発生時，重大事故等発生時の対応に必

要となる技能の維持と知識の向上を図るため，計画的かつ継続的に教育・

訓練を実施する。 

   

 (6) 有資格者等の選任・配置 

発電用原子炉主任技術者は，原子炉主任技術者免状を有する者のうち，

発電用原子炉施設の工事又は保守管理に関する業務，運転に関する業務，

設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務，燃料体の設計又は管理に

10
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関する業務の実務経験を 3 年以上有する管理職（能力等級特 3 級以上又は

役割ランク 3 号以上）の中から職務遂行能力を考慮した上で原子炉毎に選

任する。 

発電用原子炉主任技術者は，発電用原子炉施設の運転に関し保安の監督

を誠実かつ最優先に行い，保安のための職務が適切に遂行できるよう独立

性を確保するために，社長が選任し配置することにより，発電所長からの

解任等を考慮する必要がなく，保安上必要な場合は運転に従事する者（発

電所長を含む。）へ必要な指示を行うことができる。 

発電用原子炉主任技術者は，発電管理室に所属し，発電所に駐在の上，

保安規定に定める職務を専任する。 

発電用原子炉主任技術者不在時においても，発電用原子炉施設の運転に

関し保安上必要な指示ができるよう，代行者を発電用原子炉主任技術者の

選任要件を満たす管理職（能力等級特 4 級以上又は役割ランク 4 号以上）

の中から選任し，職務遂行に万全を期している。 

運転責任者の基準に適合した者は，原子力規制委員会が定める基凖に適

合した者の中から選任し，原子炉の運転を担当する当直の責任者である発

電長の職位としている。 

11



12 

第 1 表 本店及び東海第二発電所の技術者及び有資格者の人数 

（平成 29 年 8 月 1 日現在） 

技術者

の総人

数 

技術者の

うち管理

職の人数

※1

技術者のうち有資格者の人数 

発電用

原子炉

自主任

技術者

の人数 

第１種 

ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀ

ｰﾋﾞﾝ主

任技術

者有資

格者の

人数 

第１種 

電気主

任技術

者有資

格者の

人数 

第１種 

放射線

主任技

術者有

資格者

の人数 

運転責

任者の

基準に

適合し

た者の 

人数 

本店 402 
195 

(180) 
21 5 5 64 0 

東海第二 

発電所※2 
213※3 

89※3 

(87) 
3 8 2 18 11 

※１ （ ）内は，管理職のうち，技術者としての経験年数が 10 年以上の人数を示す。

※２ 東海第二発電所の人数には，東海発電所専任の者は含まない。

※３ 東海第二発電所の技術者については，運転に必要な要員（重大事故等発生時に継続

して対応可能な要員を含む）を設置許可の運用開始時期までに確保する計画である。 
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第 1 図 原子力関係組織系統図（1/3） 

（平成 29 年 8 月 1 日現在） 
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第 1 図 原子力関係組織系統図（2/3） 
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第 1 図 原子力関係組織系統図（3/3） 
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第 2 図 原子力防災組織図 
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（平成 29 年 8 月 1 日現在） 

（1）一次文書 

品質保証計画 

関連項 
管理番号 文書名 所管箇所 

4.2.1 ＱＭ共通：4-2 品質保証規程 安全室 

 

（2）ＪＥＡＣ4111-2009 が要求する“文書化された手順”である二次文書 

品質保証計画 

関連項 
管理番号 文書名 所管箇所 

4.2.3 ＱＭ共通：4-2-1 文書取扱要項 総務室（本店） 

4.2.4 ＱＭ共通：4-2-2 品質記録管理要項 発電管理室 

8.2.2 ＱＭ共通：8-2-1 内部監査要項 考査・品質監査室 

8.3 

8.5.2 

8.5.3 

ＱＭ共通：8-3-1 不適合管理要項 安全室 

8.5.2 

8.5.3 

ＱＭ共通：8-3-3 根本原因分析実施要項 安全室 

第 3 図 品質保証活動に係る文書体系（1／2） 
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（平成 29 年 8 月 1 日現在） 

(3) 二次文書

品質保証計画 

関連項 
管理番号 文書名 所管箇所 

4.1 ＱＭ共通：4-1-1 原子力施設の重要度分類基準

要項 

発電管理室 

ＱＭ共通：4-1-2 品質管理要項 安全室 

5.4.1 ＱＭ共通：5-4-1 品質目標及び品質保証計画管

理要項 

安全室 

5.5.3 ＱＭ共通：5-5-1 品質保証委員会及び品質保証

検討会運営要項 

安全室 

5.6 ＱＭ共通：5-6-1 マネジメントレビュー要項 安全室 

6.2.2 ＱＭ共通：6-2-1 力量設定管理要項 総務室（本店） 

ＱＭ東Ⅱ：6-2-2 運転責任者の合否判定等業務

等に関する要項 

発電管理室 

ＱＭ東Ⅱ：6-2-3 原子炉主任技術者の選任及び

職務要項 

総務室（本店） 

6.3 ＱＭ東Ⅱ：7-1-1 保守管理業務要項 発電管理室 

6.4 ＱＭ共通：6-4-1 作業環境測定管理要項 総務室（本店） 

7.1 ＱＭ東Ⅱ：7-1-2 運転管理業務要項 発電管理室 

ＱＭ東Ⅱ：7-1-3 燃料管理業務要項 経理・資材室 

発電管理室 

ＱＭ共通：7-1-5 放射性廃棄物管理業務要項 発電管理室 

ＱＭ共通：7-1-6 放射線管理業務要項 発電管理室 

ＱＭ東Ⅱ：7-1-1 保守管理業務要項 発電管理室 

ＱＭ共通：7-1-4 原子力災害対策業務要項 発電管理室 

ＱＭ共通：7-1-7 コンプライアンス・安全文化

醸成活動要項

安全室 

7.2.1 ＱＭ共通：7-2-1 官庁申請手続取扱要項 総務室（本店） 

ＱＭ共通：7-2-2 対外約束事項管理要項 発電管理室 

7.2.2 ＱＭ共通：7-2-3 原子炉施設保安委員会及び原

子炉施設保安運営委員会要項 

発電管理室 

7.2.3 ＱＭ共通：7-2-4 官庁定期報告書作成及び官庁

対応業務要項 

発電管理室 

ＱＭ東Ⅱ：7-2-5 事故・故障時等対応要項 発電管理室 

7.3 ＱＭ共通：7-3-1 設計管理要項 発電管理室 

7.4 ＱＭ共通：7-4-1 調達管理要項 発電管理室 

ＱＭ共通：7-4-2 重要設備取引先登録要項 経理・資材室 

発電管理室 

7.5.4 ＱＭ共通：7-5-1 組織外所有物管理要項 発電管理室 

7.5.5 ＱＭ共通：7-5-2 予備品・貯蔵品取扱要項 経理・資材室 

発電管理室 

8.2.1 ＱＭ共通：7-2-4 官庁定期報告書作成及び官庁

対応業務要項 

発電管理室 

8.2.3 ＱＭ共通：8-2-2 業務プロセスレビュー要項 安全室 

8.2.4 ＱＭ共通：8-2-3 試験・検査管理要項 発電管理室 

8.3 ＱＭ共通：8-3-2 原子力施設情報公開ライブラ

リー「ニューシア」登録管理

要項

発電管理室 

8.4 ＱＭ共通：8-4-1 データ分析要項 安全室 

第 3 図 品質保証活動に係る文書体系（2／2） 
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添付資料 

本添付資料は，東海第二発電所に関する技術的能力について， 

技術的能力指針への適合性に係る詳細事項を示す。 
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添付－1 

 (1) 組 織 

 指針１ 設計及び工事のための組織 

事業者において，設計及び工事を適確に遂行するに足りる，役割分担が明

確化された組織が適切に構築されていること。① 

【解説】 

１）「設計及び工事」の範囲は，当該事業の許可等に係る使用前検査に合

格するまでをいう。但し，廃棄の事業のうち廃棄物埋設の事業について

は使用前検査の制度がないことから，当該許可等に係る最初の廃棄体を

受け入れ施設に受け入れる時点より前をいう。 

２）「構築されている」には，設計及び工事の進捗に合わせて構築する方

針が適切に示されている場合を含む。 

 

 指針５ 運転及び保守のための組織 

 事業者において，運転及び保守を適確に遂行するに足りる，役割分担が明

確化された組織が適切に構築されているか，又は構築される方針が適切に示

されていること。② 

【解説】 

１）「運転及び保守」の範囲は，当該事業の許可等に係る使用前検査に合

格し，施設の使用を開始した後をいう。但し，廃棄の事業のうち廃棄物

埋設の事業については使用前検査の制度がないことから，当該許可等に

係る最初の廃棄体を受け入れ施設に受け入れた時点以降をいう。 

２）「組織」には，施設の保安に関する事項を審議する委員会等を必要に

応じて含むこと。 

 

本変更に係る設計及び工事，並びに運転及び保守（以下「設計及び運転

等」という。）を適切に遂行するに足りる，役割分担が明確化された組織が

適切に構築されていることを以下に示す。 

 

（設計及び運転等を行う組織） 

  ａ．本変更に係る設計及び運転等は，別紙１－１に示す既存の原子力関係

組織にて実施する。 

これらの組織は，別紙１－２に示す当社「組織権限規程」，別紙１－

３に示す「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第
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添付－2 

43 条の 3 の 24 第 1 項の規定に基づく「東海第二発電所原子炉施設保安

規定」（以下「保安規定」という。）等で定められた業務所掌に基づ

き，明確な役割分担のもとで東海第二発電所の設計及び運転等に係る業

務を適確に実施する。（①－１，①－２，①－３，①－４，②－１，②

－２，②－３）。 

なお，平成 13 年 12 月 4 日より廃止措置に着手した東海発電所の廃止

措置業務については，平成 13 年 6 月に本店に廃止措置プロジェクト推

進室を設置し，東海発電所と連携して対応するとともに，東海第二発電

所では，発電所長及び各グループ（炉心・燃料グループを除く）が東海

発電所と兼務しており，東海第二発電所の運転及び保守に影響を与える

ことのない体制で進めている。 

 

  ｂ．本変更に係る設計及び工事の業務における役割分担については，組織

権限規程及び保安規定に定められた業務所掌に基づく考え方※１によ

り，設計方針を本店の発電管理室及び開発計画室にて定め，本設計方針

に基づく，現地における具体的な設計及び工事の業務は東海第二発電所

において実施することとし，工事毎に担当する組織を決定している。 

※１業務所掌の考え方：大規模な原子力設備工事（発電用原子炉設置

変更許可申請を伴う工事，工事費用が高額で会社財務に与える影

響が大きい工事，その他新設計の導入に伴う工事等）に関する実

施計画，設計及び仕様の策定等に関する業務については，本店の

発電管理室及び開発計画室にて設計方針として定め，本設計方針

に基づく，現地における具体的な設計及び仕様の策定に関する業

務については，東海第二発電所の保修室にて実施する。その他の

工事における実施計画，設計及び仕様の策定等に関する業務につ
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添付－3 

いては，東海第二発電所の各室にて実施する。 

現地における工事に関する業務は，本店の発電管理室及び開発計画

室，又は東海第二発電所で実施した実施計画，設計及び仕様の策定に基

づき東海第二発電所の各室にて実施する（①－２，①－３）。 

ｃ．本変更に係る運転及び保守の業務については，別紙１－３に示す保安

規定に定められた業務所掌に基づき実施する。東海第二発電所における

発電用原子炉施設に係る業務所掌は下記のとおり（②－３）。 

・運転及び燃料取扱いに関する当直業務は発電直

・運転の計画及び管理に関する業務は運転管理グループ

・当直業務の支援に関する業務は運転支援グループ

・燃料の管理（発電直所管業務を除く。）に関する業務は炉心・燃料

グループ

・放射線管理，放射性廃棄物管理及び化学管理に関する業務は放射

線・化学管理グループ

・保修管理の総括に関する業務は保守総括グループ

・電気，計測制御関係設備の保守管理（工務・設備診断グループ及び

直営電気・制御グループ所管業務を除く。）に関する業務は電気・

制御グループ

・機械関係設備（建物，構築物を含む。）の保守管理（工務・診断グ

ループ及び直営機械グループ所管業務を除く。）に関する業務は機

械グループ 

・電気・制御グループ又は機械グループと協議して定める発電用原子

炉施設の保全のうち設備診断の実施に関する業務は工務・設備診断

グループ
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添付－4 

・電気・制御グループと協議して定める発電用原子炉施設の保全の実

施（工務・設備診断グループ所管業務を除く。）に関する業務は直

営電気・制御グループ

・機械グループと協議して定める発電用原子炉施設の保全の実施（工

務・設備診断グループ所管業務を除く。）に関する業務は直営機械

グループ

・非常時の措置，初期消火活動のための体制の整備に関する業務は安

全・防災グループ

・保安運営の総括に関する業務は保安運営グループ

・運転保守計画及び管理並びに技術管理に係る事項の総括に関する業

務はプラント管理グループ

各グループは，担当のマネージャーが業務の遂行管理及び品質マネジ

メントシステムの実施を適正に行うことができる管理単位としている。

ｄ．運転及び保守の業務のうち，自然災害や重大事故等にも適確に対応す

るため，あらかじめ，原子力防災管理者である発電所長を本部長とした

原子力防災組織を構築し対応する。本部長が警戒事態又は非常事態を宣

言した場合は発電所災害対策本部を設置し，平時の業務体制から速やか

に移行する。 

原子力防災組織の全体像を別紙１－４に示す（②－４）。また，本店

及び東海第二発電所における原子力防災組織及び具体的な業務内容は，

別紙１－５に示す「東海第二発電所 原子力事業者防災業務計画」のと

おりである（②－５，②－８）。 

(a) 東海第二発電所の原子力防災組織は，東海第二発電所の組織要員

（技術者，事務系社員及び協力会社社員）により構成され，原子力防
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添付－5 

災管理者（発電所長）を本部長，所長代理等を副本部長とし，発電用

原子炉主任技術者の他，情報班等の７班で構成される（②－４）。各

班は，原子力防災管理者の指示の下（②－６），業務所掌に基づき原

子力災害の発生または拡大を防止するために必要な活動を行う（②－

７）。原子力災害への移行時には，本店の原子力防災組織と連携する

とともに，外部からの支援を受ける。各班の業務内容は，原子力災害

の発生又は拡大を防止するために必要な活動を整理し，原子力防災訓

練の実績等を踏まえ，各班の班長の指揮の下，適正に活動を行うこと

ができる管理単位としている。 

自然災害又は重大事故等が発生した場合は，発電所に常駐している

統括待機当番者，重大事故等対応要員及び当直要員等にて初期活動を

行い，発電所内外から参集した参集要員を加えて東海第二発電所の原

子力防災組織が構成され，役割分担に応じて対処する。また，重大事

故等の発生と自然災害が重畳した場合も，原子力防災組織にて適確に

対処する。 

   (b) 本店における原子力防災組織の体制は，各班の職務をあらかじめ定

め，役割分担を明確にしている（②－８） 

本店における原子力防災組織は，業務所掌に基づき，東海第二発電

所で原子力災害が発生した場合において東海第二発電所が実施する災

害対策活動の支援，復旧資機材の確保，応急復旧要員の派遣及び社外

への支援要請等を行う（②－８，②－９）。 

東海第二発電所及び本店における原子力防災組織は情報共有を行

い，支援，報告が必要な場合には，別紙１－５に示すとおり情報班を

経由して実施する。 
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  ｅ．東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故において実施された原子

力災害対策活動の実績を踏まえ，原子力防災組織は，東海第二発電所の

原子力防災組織の機能充実及び原子力災害対策活動を支援する組織の機

能充実を図るため，別紙１－６に示す考え方を踏まえ以下のような改善

を行う。 

   (a) 重大事故等の収束に向けた原子力防災管理者等の役割の明確化，原

子力防災組織の増員及び発電用原子炉主任技術者の原子力防災組織内

における位置付けの明確化 

   (b) 原子力事業所災害対策支援拠点に関する事項（候補地の選定，必要

な要員及び資機材の確保） 

   (c) 原子力緊急事態支援組織に関する事項（他の原子力事業者と共同で

組織を設置，定期的な訓練の実施，組織のさらなる拡充に向けての検

討） 

   (d) シナリオ非提示型の原子力防災訓練の実施 

 

今後も原子力防災訓練の評価結果等を踏まえ，さらなる検討，改善を

行っていく。 

 

  ｆ．発電用原子炉施設の保安に関する重要事項を審議する委員会として，

原子炉施設保安委員会を本店に設置している。また，発電用原子炉施設

の保安運営に関する重要事項を審議する委員会として，原子炉施設保安

運営委員会を東海第二発電所に設置している。 

原子炉施設保安委員会及び原子炉施設保安運営委員会が担当する業務

内容は，別紙１－３に示す保安規定第６条（原子炉施設保安委員会）

（②－10），保安規定第 7 条（原子炉施設保安運営委員会）（②－

25



添付－7 

11），別紙１－７に示す社内規程「原子炉施設保安委員会及び原子炉施

設保安運営委員会要項」（②－12）及び別紙１－８に示す社内規程「原

子炉施設保安運営委員会運営要領」（②－13）のとおりである。また，

平成 28 年度の原子炉施設保安委員会，原子炉施設保安運営委員会の開

催実績を，別紙１－９及び別紙１－10 に示す（②－14，②－15）。 

(a) 原子炉施設保安委員会では，東海第二発電所にて社内規程の制定，

改正等を行うにあたって，その上位となる原子炉設置（変更）許可申

請書本文事項の変更又は保安規定の変更，あるいは本店で制定してい

る社内規程の制定，改正等に関する事項を審議し，確認する（②－

10）。原子炉施設保安委員会は，発電管理室長を委員長とし，所長，

発電用原子炉主任技術者に加え，関係する本店のグループマネージャ

ー以上の者から委員長が指名した者で構成する。このため，原子炉施

設保安委員会における審議事項が東海第二発電所に連携される仕組み

となっている。 

(b) 原子炉施設保安運営委員会では，東海第二発電所における保安活動

（運転管理，燃料管理，放射性廃棄物管理，放射線管理，保守管理，

非常時の措置等）を実施するにあたって制定，改正される東海第二発

電所が所管する社内規程の変更等に関する事項を審議し，確認する

（②－11）。原子炉施設保安運営委員会は，所長を委員長とし，発電

用原子炉主任技術者，電気主任技術者，ボイラー・タービン主任技術

者及び各室長に加え，委員長が指名した者で構成する。 

別紙１－１ 原子力関係組織系統図 

別紙１－２ 組織権限規定（抜粋） 

別紙１－３ 東海第二発電所原子炉施設保安規定（抜粋） 
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別紙１－４ 原子力防災組織図 

別紙１－５ 東海第二発電所 原子力事業者防災業務計画（抜粋） 

別紙１－６ 原子力防災組織の改善に関する考え方 

別紙１－７ 原子炉施設保安委員会及び原子炉施設保安運営委員会要項 

（抜粋） 

別紙１－８ 原子炉施設保安運営委員会業務要領（抜粋） 

別紙１－９ 原子炉施設保安委員会の開催実績（平成 28 年度） 

別紙１－10 東海第二発電所原子炉施設保安運営委員会の開催実績（平成 28

年度） 
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 (2) 技術者の確保 

 指針２ 設計及び工事に係る技術者の確保 

事業者において，設計及び工事を行うために必要となる専門知識及び技

術・技能を有する技術者が確保されていること。③ 

【解説】 

１）「専門知識」には，発電用原子炉主任技術者，核燃料取扱主任者，放

射線取扱主任者，ボイラー・タービン主任技術者，電気主任技術者，技

術士等の当該事業等に関連のある国家資格等で要求される知識を必要に

応じて含む。 

２）「確保されている」には，設計及び工事の進捗に合わせて確保する方

針が適切に示されている場合を含む。 

 

 指針６ 運転及び保守に係る技術者の確保 

事業者において，運転及び保守を行うために必要となる専門知識及び技

術・技能を有する技術者が適切に確保されているか，又は確保する方針が適

切に示されていること。④ 

【解説】 

「専門知識」には，発電用原子炉主任技術者，核燃料取扱主任者，放射

線取扱主任者，ボイラー・タービン主任技術者，電気主任技術者，技術士

等の当該事業等に関連のある国家資格等で要求される知識を必要に応じて

含む。 

 

本変更に係る設計及び運転等を行うために必要となる専門知識及び技術・

技能を有する技術者を適切に確保していることを以下に示す。 

 

  ａ．技術者とは，技術系社員のことを示しており，本店及び東海第二発電

所の技術者並びに有資格者の人数を別紙２－１に示す（③－１，④－

１）。平成 29 年 8 月 1 日現在，本店及び東海第二発電所における技術

者の人数は 615 名であり，そのうち東海第二発電所における技術者の人

数は 213 名である（③－３，④－３）。 

このうち，10 年以上の経験年数を有する管理職が 87 名在籍している

（③－２，④－２）。 
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本店及び東海第二発電所における平成 29 年 8 月 1 日現在の有資格者

の人数は次のとおりであり（③－１，④－１），そのうち東海第二発電

所における有資格者の人数を括弧書きで示す（③－３，④－３）。東海

第二発電所の設計及び工事，また運転及び保守にあたり，技術者及び有

資格者の休暇，疾病等による欠員，人事異動等を踏まえても，支障を生

じない要員を確保している。 

発電用原子炉主任技術者 24 名（3 名）

第１種放射線取扱主任者 82 名（18 名）

第１種ボイラー・タービン主任技術者 13 名（8 名） 

第１種電気主任技術者 7 名（2 名）

運転責任者として原子力規制委員会が定める 

規準に適合した者 11 名（11 名）

設計及び工事については基本設計から現場施工管理まで含むことか

ら，本店及び東海第二発電所の技術者で対応を行う（①－１，①－

２）。運転及び保守については，現場の運用管理であり，東海第二発電

所の技術者で対応を行う（②－１，②－２）。 

ｂ．過去 10 年間における採用人数の実績を別紙２－２に示す（③－４，

④－４）。震災後，平成 26 年度と平成 27 年度は定期採用を行わなかっ

たが，平成 28 年度より定期採用を再開している。平成 24 年度以降採用

人数は減少しているものの，東海第二発電所及びその主管室である発電

管理室の合計者数は同程度の人数を継続して確保している。 
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  ｃ．発電用原子炉主任技術者，第１種放射線取扱主任者，第１種ボイラ

ー・タービン主任技術者，第１種電気主任技術者，運転責任者の資格を

有する人数の至近 5 年間の実績を別紙２－３に示す（③－５，④－

５）。上記資格の有資格者数の 5 年間の推移としては同程度の人数を継

続して確保している（③－５，④－５）。 

発電用原子炉主任技術者は，原子炉毎に選任することが定められてい

ること，また代行者 1 名を選任することから，発電用原子炉主任技術者

の必要人数は 2 名となる。発電用原子炉主任技術者の選任条件は能力等

級特 3 級以上又は役割ランク 3 号以上の管理職としており，能力等級特

3 級以上又は役割ランク 3 号以上の管理職となる発電用原子炉主任技術

者の有資格者を 14 名確保している。 

電気主任技術者又はボイラー・タービン主任技術者は，原子力発電所

毎に選任することが定められており，東海第二発電所では，主任技術者

を 1 名とその代行者 1 名を選任することから，第１種電気主任技術者及

び第１種ボイラー・タービン主任技術者の必要人数はそれぞれ 2 名とな

る。選任条件は能力等級特３級以上又は役割ランク３号以上の管理職と

しており，能力等級特３級以上又は役割ランク３号以上の管理職となる

第１種電気主任技術者の有資格者を 7 名，第１種ボイラー・タービン主

任技術者を 9 名確保している。以上のことから，現在の有資格者数で，

原子力発電所の運転保守等に必要な配置ができていることから，今後も

引き続き同程度の有資格者数を確保していく。 

発電用原子炉主任技術者については，東海総合研修センターに原子炉

主任者受験講習コースを設け筆記試験対策を行うとともに，口頭試験前

には，原子炉主任技術者資格保有者を面談員とした模擬試験を実施して

いる。また，希望者を東京大学原子力専門職大学院へ派遣する等，計画
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的に資格取得に向けた取り組みを実施している。 

上記の取り組みにより，毎年数名程度受検し，年齢別に 1 名程度の有

資格者を長期的に継続して確保できる計画である。 

第１種ボイラー・タービン主任技術者及び第１種電気主任技術者につ

いては，認定取得のために必要となる情報（氏名，学歴及び職務経験

等）について育成者リスト及び育成計画を作成及び管理し，認定条件を

満足した者について，順次，認定取得手続きを進めている。 

また，東海第二発電所にて策定している教育訓練計画により，所員の

公的資格取得に関し積極的に奨励している。 

ｄ．平成 29 年 6 月 1 日現在の東海第二発電所における重大事故等対応に

関する有資格者数を別紙２－４に示す（③－６，④－６）。 

これは，東京電力福島第一原子力発電所事故において，大型自動車等

の資格を必要とする重機等の操作が必要だったことを踏まえ，東海第二

発電所において検討した重大事故等の対応に必要な資格を抽出し，有資

格者数を確保している。現時点で確保している有資格者数で重大事故等

への対応が可能であるが，より多くの技術者が資格を取得し，重大事故

等発生時における対応をさらに適切に実施できるように，有資格者数を

確保していく（③－６，④－６）。 

ｅ．重大事故等対応に係る設計及び工事の進捗による技術者数（工事管理

者）の確保実績を別紙２－５に示す（③－７）。平均すると 1 人あたり

約 0.4 件の工事を管理していることから，技術者の業務に対する確実な

チェック（上長によるチェック，他の技術者によるダブルチェック）体

制の構築を行うことができ，ヒューマンエラーの防止が期待できる。こ
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のため，現状で工事管理に適切な人数を確保していると考えられる（③

－７）。 

 

  ｆ．確保した技術者の資質向上を図るため，東海第二発電所及び本店で

は，データベースを構築し，プラントの設計思想，建設経験及び現場作

業経験等に関する情報を収集，整備している。本データベースでは，機

械設備，電気設備及び計装設備の保修に関する情報，原子燃料管理に関

する情報，運転（系統隔離操作含む）に関する情報並びにメーカーから

入手した情報等を項目毎に整理し，共有している。 

また，東海総合研修センターには，別紙２－６のとおり不具合事例に

関する資料を展示したスペースを設けている（③－８，④－７）。 

東海第二発電所の技術者等は，この取り組み等により技術を伝承し，

現場において運転保守を行うことにより，技術者の資質向上を図ってい

る。 

 

以上のことから，設計及び運転等並びに自然災害や重大事故等の対応に必

要な技術者及び有資格者を確保し，資質向上に努めている。 

今後とも設計及び運転等を適切に行い，安全を確保し，円滑かつ確実な業

務遂行を図るため，必要な教育及び訓練を行うとともに，採用を通じ，必要

な技術者及び有資格者を継続的に確保し，配置する。 

 

別紙２－１ 本店及び東海第二発電所における有資格者等の人数 

別紙２－２ 採用人数について 

別紙２－３ 有資格者の人数の推移（至近 5 ヶ年） 

別紙２－４ 東海第二電所における重大事故等対応に関する有資格者数 
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別紙２－５ 重大事故等対応に係る工事件数と工事管理者数 

別紙２－６ 東海総合研修センターにおける不具合事例の展示 
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 (3) 経 験 

 指針３ 設計及び工事の経験 

事業者において，当該事業等に係る同等又は類似の施設の設計及び工事の

経験が十分に具備されていること。⑤ 

【解説】 

「経験が十分に具備されていること」には，当該事業等に係る国内外の

同等又は類似の施設への技術者派遣や関連施設での研修を通して，経験及

び技術が十分に獲得されているか，又は設計及び工事の進捗に合わせて獲

得する方針が適切に示されていることを含む。 

 

 指針７ 運転及び保守の経験 

事業者において，当該事業等に係る同等又は類似の施設の運転及び保守の

経験が十分に具備されているか，又は経験を獲得する方針が適切に示されて

いること。⑥ 

【解説】 

「経験が十分に具備されている」には，当該事業等に係る国内外の同等

又は類似の施設への技術者派遣や関連施設での研修を通して，経験及び技

術が十分に獲得されていることを含む。 

 

本変更に係る同等又は類似の施設の設計及び運転等の経験が十分に具備さ

れていることを以下に示す。 

 

  ａ．当社は，昭和 32 年以来，原子力発電に関する諸調査，諸準備を進め

るとともに，技術者を国内及び国外の原子力関係諸施設へ多数派遣し，

技術的能力の蓄積に努めている。 

また，昭和 41 年 7 月に東海発電所の営業運転を開始して以来，計 4

基の原子力発電所を有し，平成 13 年 12 月から廃止措置に着手した東海

発電所及び平成 29 年 4 月から廃止措置に着手した敦賀発電所 1 号炉を

除き，今日においては，計 2 基の原子力発電所を有し，順調な運転を行

っている。 
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原子力発電所 （原子炉熱出力） 営業運転の開始 

東  海  発  電  所 （  585MW） 昭和 41 年 7 月 25 日 

（平成 13 年 10 月 4 日原子炉の解体の届出） 

（平成 18 年 6 月 30 日廃止措置計画認可） 

東 海 第 二 発 電 所 （3,293MW） 昭和 53 年 11 月 28 日 

敦賀発電所 1 号炉 （1,064MW） 昭和 45 年 3 月 14 日 

（平成 29 年 4 月 19 日廃止措置計画認可） 

敦賀発電所 2 号炉 （3,423MW） 昭和 62 年 2 月 17 日 

当社は，これら原子力発電所の建設時及び改造時の設計及び工事を通

して豊富な経験を有し，技術力を維持している。また，営業運転開始以

来，計 4 基の原子力発電所において，約 50 年に及ぶ運転並びに東海発

電所及び敦賀発電所 1 号炉での廃止措置を行っており，運転及び保守に

ついて十分な経験を有している。 

ｂ．本変更に関して，設計及び工事の経験として，東海第二発電所におい

て平成 19 年には給水加熱器の取替え及び平成 21 年には固体廃棄物作業

建屋設置工事等の設計及び工事を順次実施している。 

また，耐震裕度向上工事として，残留熱除去系熱交換器，可燃性ガス

処理系配管，中央制御室換気空調系ダクトサポート，排気筒について設

計及び工事を実施している。 

ｃ．更なる安全性向上の観点からアクシデントマネジメント対策として，

代替反応度制御，原子炉・格納容器への代替注水，格納容器からの除熱
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及び電源融通の設備改造を検討し，対策工事を実施している。 

また，経済産業大臣の指示に基づき実施した緊急安全対策により，高

圧電源車，消防ポンプ等の配備に関する設計検討を行い，対策工事を実

施している。また，運転及び保守に関する社内規程の改正対応や習熟訓

練による運転の知識・技能の向上を図るとともに，工事と保守経験を継

続的に積み上げている。 

本変更に係る技術的能力の経験として，アクシデントマネジメント対

策，緊急安全対策の経験を以下に示す。 

(a) アクシデントマネジメント対策について

米国スリーマイルアイランド原子力発電所の事故以降，アクシデン

トマネジメントの検討，整備を実施してきた。設備面では，発電用原

子炉及び原子炉格納容器の健全性を維持するための機能をさらに向上

させるものとして，代替反応度制御，原子炉・格納容器への代替注

水，格納容器からの除熱及び電源融通に関する設備改造を実施してい

る。 

また，東海第二発電所が所管する社内規程にアクシデントマネジメ

ントに関する記載を検討，追加し，シミュレータ訓練，机上教育を通

じて，知識，技能の維持向上に努め，継続的に改善を加えている。 

(b) 緊急安全対策について

緊急安全対策については，緊急時の電源確保，発電用原子炉及び使

用済燃料ピットの除熱機能の確保等の観点から以下の対策を実施し

た。 

・緊急時の電源確保

：高圧電源車の配備

・発電用原子炉及び使用済燃料ピットの除熱機能の確保
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：消防ポンプ，ホースの配備，海水ポンプモータ予備品の保有 

・津波等に係る浸水対策 

：安全上重要な設備が設置されている建屋入口扉の水密化及び貫通

部の止水対策の実施 

 

  ｄ．新規制基準施行を踏まえ，下記のような自然災害等対策及び重大事故

等対策に関する検討，設備改造工事等を実施している。また，これらの

対策を運用する体制，手順についても整備している。 

   (a) 自然災害等対策について 

地震：地震による加速度によって作用する地震力に対する設計，設計

基準対象施設の耐震設計に用いる地震力の算定，設計基準対象施

設の耐震設計における荷重の組み合わせと許容限界の考慮による

設計を検討している。 

津波：設計基準対象施設が設置された敷地において，基準津波による

遡上波を地上部から到達又は流入させない設計並びに取水路及び

放水路等の経路から流入させない設計を検討している。また，水

密扉の設置及び貫通部の止水対策を実施している。 

竜巻：最大風速 100m/s の竜巻による風圧力による荷重，気圧差によ

る荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷重及びそ

の他竜巻以外の自然現象による荷重等を適切に組み合わせた設計

荷重に対して，竜巻防護対策設備等による防護対策を検討してい

る。 

火山：敷地内で想定される層厚の降下火砕物を設定し，直接的影響で

ある構造物への静的負荷に対して安全裕度を有する設計，水循環

系の閉塞に対して狭隘部等が閉塞しない設計並びに換気系，電気
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系及び計測制御系に対する機械的影響に対して降下火砕物が容易

に侵入しにくい設計を検討している。 

外部火災：森林火災からの延焼防止を目的として評価上必要とされる

防火帯を算出した。航空機墜落による火災では，発電所敷地内に

存在する危険物タンクの火災との重畳を考慮し，建屋表面温度を

許容温度以下とする設計を検討している。 

内部火災：安全機能を有する構築物，系統及び機器を火災から防護す

るための火災の発生防止，早期の火災検知及び消火並びに火災の

影響軽減を考慮した火災防護に関して，技術的な検討を実施して

いる。 

溢水：溢水源として発生要因別に分類した溢水を想定し，防護対象設

備が設置される区画を溢水防護区画として設定し，没水，被水及

び蒸気の影響評価を行い，対策を検討している。 

   (b) 重大事故等対策等について 

重大事故時：重大事故等が発生した場合に，発電用原子炉施設内にお

いて重大事故等対処設備である物的資源を活用し早期に重大事故

等を収束させる対応を検討している。 

大規模損壊：大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムが発生した場合に，発電用原子炉施設内において

人的資源，設計基準事故対処設備，重大事故等対処設備等の物的

資源及びその時点で得られる施設内外の情報を活用し様々な事態

において柔軟に対応することを検討している。 

 

  ｅ．当社東海総合研修センター及び国内の原子力関係機関である株式会社

ＢＷＲ運転訓練センター（以下「ＢＴＣ」という。）では，従来から下
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記の訓練を実施している。 

(a) 東海総合研修センターで行われる訓練

・保修訓練

保守に関する業務に従事する技術者を主な対象者として，実物と同

等な訓練設備により，保修業務に必要な知識の習得及び機器の分解，

検査等の実技訓練を実施している。保修訓練コースは，それぞれ習熟

度に応じて 3 つのコース（保修訓練初級コース，保修訓練上級コー

ス，保修直営化教育コース）に分けている。

・運転訓練

運転に関する業務に従事する技術者を主な対象者として，東海第二

発電所を模擬したシミュレータ訓練装置により，基本的な起動・停止

操作から冷却材喪失事故等，複雑な事故対応の実技訓練を実施してい

る。シミュレータ訓練コースは，対象者の習熟度に応じ 4 つのコース

（ファミリー訓練コース，初級運転コース，上級運転コース，運転管

理者コース）に分けている。 

(b) ＢＴＣで行われる訓練

原子炉の運転に従事する技術者を主な対象者として，実機を模擬した

シミュレータ訓練装置により，基本的な起動・停止操作から冷却材喪失

事故等，複雑な事故対応の実技訓練を実施するシミュレータ訓練コース

を設定し，実施している。シミュレータ訓練コースは，対象者の習熟度

に応じ 2 つのコース（基準訓練コース，継続訓練コース）に分けてい

る。 

・基準訓練コース

原子炉の基礎理論，発電所の設備及び運転実技の習得のためのコー

スであり，運転業務に携わる技術者を派遣している。
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初級Ⅰ：ＢＷＲプラント概要，核工学，熱工学，制御工学，安全工学

等の基礎理論について習得。 

初級Ⅱ：中央制御室での運転に必要な基礎的技量を習得。 

初級Ⅲ：異常時運転操作を習得し，中央制御室での運転に必要な総合

的技量を習得。 

中級Ⅰ：異常時運転操作（事象ベース，徴候ベース）に関する知識，

技能を向上し，中央制御室操作員として必要な知識・技能の総

合的技量を向上。 

中級ⅠＳ：重大事故を防ぐ取り組み（有効性評価）と，事故シーケン

スに関する訓練を通じて，中央制御室操作員として必要な知

識・技能を習得。 

中級Ⅱ：中央制御室操作員の上位者として，法令，保安規定等の幅広

い運転管理知識を拡充の上，広範囲に及ぶ異常時対応能力（事

象ベース，徴候ベース）を向上。 

中級ⅡＳ：重大事故を防ぐ取り組み／炉心損傷後の対応について，事

象を収束させるために必要となる知識および技能を学習。 

上級Ⅰ：運転責任者として要求される技量を総括的に習得。 

上級Ⅱ：運転責任者資格の更新。 

・継続訓練コース 

通常時，異常時及び緊急時の運転手順に関する知識と技能を習得す

るためのコース。 

上級Ｓ：シビアアクシデント（炉心損傷事象）への拡大を防ぐ取り組

み／炉心損傷後の対応を復習，事故時における状況判断の反

復。 
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ｆ．東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ，「東海総合研修センタ

ーを活用した訓練実績（平成 28 年度）」（別紙３－１）（⑤－１，⑥

－１）及び「安全性向上対策設備を反映したシミュレータ訓練の実績に

ついて」（別紙３－２）（⑥－２）に示すとおり，重大事故等に対処す

るための訓練を実施している。 

(a) 職場内で行われる訓練

交流電源を供給する設備の機能，海水を使用して発電用原子炉施設

を冷却する設備の機能並びに使用済燃料プールを冷却する設備の機能

が喪失した場合でも，発電用原子炉施設等の冷却機能の回復を図るた

めに必要な電源及び水源確保等の操作が対応できることを確認するた

めの訓練を実施している。 

(b) ＢＴＣで行われる訓練

運転員及び発電室員（運転責任者資格保有者）を対象に，「ＳＡ訓

練コース（上級）」に参加している。このコースは，シビアアクシデ

ントにおける挙動の理解，対応についての知識・技能を習得させるこ

とを目的としている。 

ｇ．また，運転の経験として，当社で発生したトラブル対応や国内外のト

ラブル情報の水平展開要否に係る判断等を通じて，トラブルに関する経

験や知識についても継続的に積み上げている。これらの情報のうち，予

防処置に関する情報として扱う必要があるものは，社内規程に基づき必

要な活動を行っている。 

「品質保証規程」（別紙３－３）（⑤－２，⑥－３）に予防処置の基

本的事項について規定し，具体的な予防処置の方法については，「予防

処置対応要領」（別紙３－４）（⑤－３，⑥－４）に規定しており，以
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下に基本的なフローについて示す。 

(a) 情報入手

プラント管理グループマネージャーはトラブル情報等（予防処置情

報等を含む。）を入手し，関係箇所に情報提供する。 

(b) 情報の検討

①プラント管理グループマネージャーは入手した情報のうち発電所の

トラブル検討会における検討が必要と判断したものについて，技術

連絡票により東海第二発電所運営管理室プラント管理グループマネ

ージャー（以下「運営管理室プラント管理グループマネージャー」

という。）へ検討を依頼する。また，これらについて管理リストに

記載，登録し管理する。 

②プラント管理グループマネージャーは入手した情報が国外故障・ト

ラブルの場合には，次に掲げる観点から技術連絡票により運営管理

室プラント管理グループマネージャーへ調査，検討を依頼する。 

・当社発電所と同種の機器又は材料で発生した事象

・当社発電所の未点検部位で発生した事象

・経年変化，劣化による未経験の事象

・人身災害に至った事象

・人的事故，過誤防止策を講じる必要があると思われる事象

(c) 検討結果の確認

①運営管理室プラント管理グループマネージャーは，対策要否を検討

しトラブル検討会での審議結果をプラント管理グループマネージャ

ーに通知する。

②プラント管理グループマネージャーを主査とする情報検討会におい

て，発電所におけるトラブル情報等の検討結果（処置事項）を確認
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し，その妥当性について審議する。 

③プラント管理グループマネージャーは，前項の審議において発電所

での追加確認，検討が必要と判断された場合は，審議結果を付し

て，運営管理室プラント管理グループマネージャーへ確認，検討を

依頼する。

④情報検討会は，前項で依頼した追加確認，検討事項について，その

結果を確認する。

⑤プラント管理グループマネージャーは，情報検討会での検討結果を

発電管理室長及び品質保証担当へ報告する。

⑥プラント管理グループマネージャーは，情報検討会の審議結果を管

理リストに記載する。

⑦発電所の関係箇所は，トラブル検討会，情報検討会での検討結果に

基づき対策を具体化する。

(d) 処置の実施

①発電所の関係箇所は，具体化した対策を実施する。

②発電所の関係箇所は，対策実施状況を運営管理室プラント管理グル

ープマネージャーに報告する。

平成 28 年度の本店情報検討会及び東海第二発電所トラブル検討会の

開催実績を別紙３－５に示す（⑤－４，⑥－５）。 

ｈ．当社は，従来から国内外の原子力施設からトラブル情報の入手，情報

交換を行っている。その中で，必要な場合は技術者の派遣を行ってい

る。過去 3 年間の国外の原子力関係諸施設への派遣実績を別紙３－６に

示す（⑤－５，⑥－６）。平成 29 年度以降は，海外情報の入手と調査
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が必要な場合に適宜派遣の検討を行う。 

 

以上のとおり，本変更に係る同等及び類似の設計及び運転等の経験を十分

に有している。 

 

別紙３－１ 東海総合研修センターを活用した訓練実績（平成 28 年度） 

別紙３－２ 安全向上対策設備を反映したシミュレータ訓練の実績について 

別紙３－３ 品質保証規程（抜粋） 

別紙３－４ 予防処置対応要領（抜粋） 

別紙３－５ 本店 情報検討会／東海第二発電所 トラブル検討会の開催実績

（平成 28 年度） 

別紙３－６ 過去 3 年間の海外派遣者実績について  
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(4) 品質保証活動

 指針４ 設計及び工事に係る品質保証活動 

 事業者において，設計及び工事を適確に遂行するために必要な品質保証活

動を行う体制が適切に構築されていること。⑦ 

【解説】 

１）「構築されている」には，設計及び工事の進歩に合わせて構築する方

針が適切に示されている場合を含む。

２）「品質保証活動」には，設計及び工事における安全を確保するための

最高責任者の方針を定め，品質保証計画に基づき活動の計画，実施，評

価及び改善を行うとともに，監査を含む評価によって継続的な改善が図

られる仕組みを含むこと。また，それらの活動が文書化され，管理され

る仕組みを含むこと。

３）「体制」には，品質保証活動の取組みの総合的な審議を行う委員会等

を必要に応じて含むこと。

 指針８ 運転及び保守に係る品質保証活動 

 事業者において，運転及び保守を適確に遂行するために必要な品質保証活

動を行う体制が適切に構築されているか，又は構築される方針が適切に示さ

れていること。⑧ 

【解説】 

１）「品質保証活動」には，運転及び保守における安全を確保するための

最高責任者の方針を定め，品質保証計画に基づき活動の計画，実施，

評価及び改善を行うとともに，監査を含む評価によって継続的な改善

が図られる仕組みを含むこと。また，それらの活動が文書化され，管

理される仕組みを含むこと。

２）「体制」には，品質保証活動の仕組みの総合的な審議を行う委員会等

を必要に応じて含むこと。

本変更に係る設計及び運転等を適確に遂行するために必要な品質保証活動

を行う体制が適切に構築されていることを以下に示す。 

ａ．品質保証活動の体制 

(a) 当社における品質保証活動は，原子力発電所の安全を達成，維持及

び向上させるために，「原子力発電所における安全のための品質保証

規程（ＪＥＡＣ4111-2009）」（以下「ＪＥＡＣ4111-2009」とい
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う。）に基づき，保安規定第 3 条（品質保証計画）を含んだ品質保証

規程（以下「品質マニュアル」という。）を定め，品質マネジメント

システムを確立し，実施し，評価確認し，継続的に改善している。

(b) 新規制基準施行以前は，ＪＥＡＣ4111-2009 に基づく品質マニュア

ルにより品質保証活動を実施してきた。今回の「実用発電用原子炉に

係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びそ

の検査のための組織の技術基準に関する規則」（平成 25 年 7 月 8 日

施行，以下「工認審査基準」という。）で求められた安全文化を醸成

するための活動，関係法令の遵守に係る活動などの要求事項につい

て，品質マニュアルに反映し，品質マネジメントシステムを確立し，

実施し，評価確認し，継続的に改善している。工認審査基準で求めら

れた要求事項と，これを反映した品質マニュアルについては，別紙４

－１及び別紙４－２に示す（⑦－１，⑧－１）。 

(c) 当社における品質保証活動については，業務に必要な社内規程を定

めるとともに，別紙４－２の別図第－３及び別紙４－３に示す文書体

系を構築している（⑦－２，⑧－２）。 

 また，文書体系のうち一次文書は，品質マニュアルであり，以下

のとおりである。 

・品質マニュアル（社長承認文書）

組織の品質マネジメントシステムを規定する最上位文書であ

り，発電所の安全を達成・維持・向上するうえでの具体的事項を

定めている。 

この品質マニュアルに従い，実施部門の管理責任者及び監査部門の

管理責任者のもと，実施部門である発電管理室，安全室，地域共生・

広報室，総務室（本店），経理・資材室，開発計画室、東海第二発電
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所及び実施部門から独立した監査部門である考査・品質監査室（以下

「各業務を主管する組織」という。）の長が実施する事項を社内規程

に定めている。 

   (d) 各業務を主管する組織の長は，上記の社内規程に基づき，責任をも

って個々の業務を実施し，要求事項への適合及び品質マネジメントシ

ステムの効果的運用の証拠を示すために必要な記録を作成し管理して

いる（⑦－３，⑧－３）。 

   (e) 品質保証活動に係る体制は，社長を最高責任者（トップマネジメン

ト）とし，実施部門である発電管理室，安全室，地域共生・広報室，

総務室（本店），経理・資材室，開発計画室，東海第二発電所及び実

施部門から独立した監査部門である考査・品質監査室で構築してい

る。品質保証活動に係る体制を別紙４－２の別図第－１及び別紙４－

４に示す（⑦－４，⑧－４）。 

この体制のうち，経理・資材室については，保安規定に定める運転

管理，保守管理等の業務を実施する部門ではなく，発電管理室，開発

計画室及び東海第二発電所等の実施部門が供給者の技術的能力・品質

保証体制等により調達要求事項を満足する調達製品及び役務の供給能

力を評価し，その供給者の中から，「調達管理要項」に従い，供給者

の選定に関する業務（契約業務を含む）を実施する部門である。 

保安規定に定める運転管理，保守管理等の業務の実施箇所及びこれ

を支援する箇所を別紙４－２の別図第－１及び別紙４－４に示す。 

   (f) 社長は，品質マネジメントシステムの最高責任者（トップマネジメ

ント）として，品質マネジメントシステムを確立し，実施し，評価確

認し，継続的に改善することの責任と権限を有し，品質方針を設定し

ている（⑦－５，⑧－５）。設定した品質方針を別紙４－５に示す。
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品質マニュアルに基づき，社長が品質方針を設定している。この品質

方針が組織内に伝達され，理解されることを確実にするため，イント

ラネットに掲載の他に，執務室内に品質方針ポスターを掲示，携帯用

の品質方針カードの配布を実施することにより，実施部門及び監査部

門の要員に周知している。（⑦－６，⑧－６）。品質方針の組織内へ

の伝達方法については，別紙４－６に示す。 

(g) 実施部門の各業務を主管する組織の長は，年度毎に品質方針を踏ま

えて具体的な活動方針である組織の品質目標を設定するとともに，こ

の品質目標に基づき品質保証活動を実施している。 

この品質目標は，イントラネットへの掲載，電子メールでの配信及

び打合せ等により実施部門の要員に周知している。品質方針が変更さ

れた場合には，品質目標を見直し，再度，実施部門の要員に設定時と

同様の方法により周知している。 

考査・品質監査室長は，年度毎に品質方針を踏まえて具体的な活動

方針である品質目標を設定し，品質目標に基づき品質保証活動を実施

している。 

この品質目標は，イントラネットへの掲載，電子メールでの配信及

び打合せ等により監査部門の要員に周知している。品質方針が変更さ

れた場合には，品質目標を見直し，再度，監査部門の要員に設定時と

同様の方法により周知している。 

(h) 実施部門の各業務を主管する組織の長は，品質目標に基づく品質保

証活動の実施状況を評価するとともに，品質マニュアルに従いマネジ

メントレビューのインプットに関する情報を作成している。マネジメ

ントレビューのインプット項目については，別紙４－７の「マネジメ

ントレビュー要項」に示す。実施部門の管理責任者である安全室を担
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当する取締役は，安全室長の補佐を受けて，実施部門の各室所のマネ

ジメントレビューのインプットに関する情報をとりまとめ，マネジメ

ントレビューのインプットを社長へ報告し，マネジメントレビューを

受ける。監査部門の管理責任者は，監査部門のマネジメントレビュー

のインプットに関する情報をとりまとめ，マネジメントレビューのイ

ンプットを社長へ報告し，マネジメントレビューを受けている（⑦－

７，⑧－７）。 

また，考査・品質監査室長は，実施部門から独立した立場で内部監

査を実施し，監査部門の管理責任者として監査結果を社長へ報告して

いる（⑦－８，⑧－８）。 

   (i) 社長は，管理責任者からの報告内容を基に品質マネジメントシステ

ムの有効性をレビューし，マネジメントレビューのアウトプットを決

定している（⑦－９，⑧－９）。 

実施部門の管理責任者は，社長からのマネジメントレビューのアウ

トプットを実施部門の各業務を主管する組織の長に通知し，品質目標

の見直しや品質保証活動の改善が必要となれば，実施部門の各業務を

主管する組織の長に対応を指示している。 

実施部門の各業務を主管する組織の長は，マネジメントレビューの

アウトプット及び各業務を主管する組織の品質保証活動の実施状況を

踏まえ，改善を実施している。 

監査部門の管理責任者は，社長からのマネジメントレビューのアウ

トプットを実施部門の各業務を主管する組織の長に通知している。ま

た，考査・品質監査室長は，マネジメントレビューのアウトプット及

び品質保証活動の実施状況を踏まえ，改善を実施している。 

   (j) 品質マネジメントシステムの運用に関する事項については，本店に
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社長が指名する副社長を委員長とする品質保証委員会を設置し，実施

部門の各業務を主管する組織に共通する事項として品質マネジメント

システムの運用に関する事項及びマネジメントレビューのインプット

について審議している。 

これらの審議結果が保安に影響がある場合は，別途，保安規定第６

条に基づく原子炉施設保安委員会を開催し，その内容を審議し，その

審議結果は，業務へ反映させている。 

また，東海第二発電所に発電所長を委員長とする品質保証運営委員

会を設置し，発電所が所掌する品質マネジメントシステムの運用に関

する事項及び発電所におけるマネジメントレビューのインプットにつ

いて審議している。これらの審議結果が保安に影響がある場合は，別

途，保安規定第７条に基づく原子炉施設保安運営委員会を開催し，そ

の内容を審議し，その審議結果は，業務へ反映させている。 

品質保証委員会の審議を経た，マネジメントレビューのインプット

については，実施部門の管理責任者の承認後，実施部門の管理責任者

が社長へ報告しマネジメントレビューを受ける。 

品質保証委員会及び品質保証運営委員会の委員構成については，別

紙４－９「品質保証委員会及び品質保証検討会運営要項」及び別紙４

－10「品質保証運営委員会運営要領」に示す。 

また平成 28 年度及び平成 29 年度の各委員会の開催実績を，別紙４

－11 に示す。 

 

  ｂ．設計及び運転等の品質保証活動 

   (a) 実施部門の各業務を主管する組織の長は，設計及び工事を発電用軽

水炉型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針に基づく
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安全上の重要度（安全性）と，発電への影響度（信頼性）の観点から

定めている発電所設備の重要分類基準（以下「重要度」という。）に

応じて管理し，実施している（⑦－11）。 

また，製品及び役務を調達する場合は，供給者に調達要求事項を提

示し（⑦－12），製品及び役務の重要度に応じた調達管理程度に従い

調達管理を行っている。調達管理程度は基本的要求事項を示すもので

あり，法令からの要求事項や調達する製品及び役務の内容に応じて調

達要求事項を追加し，調達管理を行っている（⑦－13）。実施部門の

各業務を主管する組織の長は，調達製品等が調達要求事項を満足して

いることを，検査及び試験等の検証により確認している（⑦－14）。

なお，これらの調達要求事項等の具体的な内容については調達文書で

明確にしている。 

(b) 新規制基準により設置するＳＡ設備の一部は，新規制基準施行前に

調達しており，当時の品質マネジメントシステムに基づき，上記と同

様に実施している。 

これらのＳＡ設備については，今後，実用発電用原子炉及び附属施

設の技術基準に関する規則への適合性を確認していくものである。 

また，新規制基準のうち，工認審査基準において①から③の調達要

求事項が追加されており，施行前と施行後の品質保証活動は以下のと

おりである。 

①安全文化を醸成するための活動に関する必要な要求事項

安全文化を醸成するための活動が要求事項となっているが，調

達文書において，施行前から以下のとおり要求しており，同様に

対応している。 

なお，製品や役務など調達内容に応じて，必要な項目を要求し
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ている。 

 ａ) 不適合が検出された場合は文書により速やかに当社へ報告

を行うこと。 

 ｂ) 作業開始前には，Ｔ.Ｂ.Ｍを実施し，作業要領，品質管

理，安全対策等の周知，実施，徹底を図ること。 

 ｃ) 発電所内で実施する業務に関しては，工事等要領書を作成

し事前に当社の確認を得ること。さらに，業務は当社の確認

を受けた工事等要領書に基づき実施すること。製品が当社の

要求する品質及び設計要求事項に適合していることを確認す

るための検査及び試験の項目，工程並びに当社の立会い程度

を明確にし，実施すること。 

②不適合の報告及び処理に係る要求事項

不適合の報告及び処理に係る事項が要求事項となっているが，

調達文書において，施行前から，不適合が検出された場合は文書

により速やかに当社へ報告することを要求している。また，不適

合への対応として，識別，処置，再発防止対策についての管理方

法を確立することを要求しており，同様に対応している。 

③調達要求事項への適合状況を記録した文章を提出させること

調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出させることが

要求事項となっているが，調達文書において，施行前から工事等

要領書，試験・検査記録等の提出を要求しており，同様に対応し

ている。 

設計及び工事に係る発電所設備の重要度を別紙４－12「原子力施設

の重要度分類基準要項」に，調達要求事項，調達管理程度及び調達製

品の検証に関する社内規程を別紙４－13「調達管理要項」に示す。 
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   (c) 各業務を主管する組織の長は，設計及び運転等において不適合が発

生した場合，不適合を除去し，再発防止のために原因を特定した上

で，原子力安全に対する重要性に応じた是正処置を実施している。 

不適合の処置及び是正処置については，別紙４－２及び別紙４－14

「不適合管理要項」に示す（⑦－15，⑧-11）。 

また，製品及び役務を調達する場合は，供給者においても不適合管

理が適切に遂行されるよう要求事項を提示し（⑦-16，⑧-12），不適

合が発生した場合には，当社はその実施状況を確認している。 

 

上記のとおり，品質保証活動に必要な文書を定め，品質保証活動に

関する計画，実施，評価及び改善を実施する仕組み及び役割を明確化

した体制を構築している。 

 

別紙４－１ 工認審査基準を踏まえた品質保証計画について 

別紙４－２ 品質保証規程（抜粋） 

別紙４－３ 東海第二発電所原子炉施設保安規定（抜粋） 

別紙４－４ 品質管理要項（抜粋） 

別紙４－５ 品質方針 

別紙４－６ 品質方針の組織内への伝達方法 

別紙４－７ マネジメントレビュー要項（抜粋） 

別紙４－８ 内部監査要項（抜粋） 

別紙４－９ 品質保証委員会及び品質保証検討会運営要項（抜粋） 

別紙４－10 品質保証運営委員会運営要領（抜粋） 

別紙４－11 品質保証委員会及び品質保証運営委員会の開催実績 

別紙４－12 原子力施設の重要度分類基準要項（抜粋） 
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別紙４－13 調達管理要項（抜粋） 

別紙４－14 不適合管理要項（抜粋） 
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 (5) 技術者に対する教育・訓練 

指針９ 技術者に対する教育・訓練 

 業務者において，確保した技術者に対し，その専門知識及び技術・技能を

維持・向上させるための教育・訓練を行う方針が適切に示されていること。

⑨ 

 

確保した技術者に対し，その専門知識及び技術・技能を維持・向上させる

ための教育・訓練を行う方針を以下に示す。 

 

  ａ．技術者は，原則として入社後一定期間，配属された部門に係る基礎的

な教育・訓練を受ける。例えば，入社後技術者は，当社東海総合研修セ

ンター，敦賀総合研修センター及び東海第二発電所において，「平成

29 年度新入社員年間教育スケジュール（別紙５－１）」に示すとお

り，原子力発電所の仕組み，放射線管理等の基礎教育・訓練並びに機器

配置及びプラントシステム等の現場教育・訓練を受け，原子力発電に関

する基礎知識を習得する（⑨－１）。 

配属された技術者が受講する教育・訓練は以下のとおり。 

・共通教育，専門教育 

法定の安全教育，作業安全に必要な基本的事項の習得，お客様意

識の醸成，電力設備に関する基礎学力の向上，設備の構造，機能に

関する知識及び運転，保守に関する技能など基礎の習得等 

「力量運用要領」（別紙５－２）（⑨－２）及び「原子炉施設保安教

育手順書」（別紙５－３）（⑨－３）及び「教育・訓練計画手順書」

（別紙５－４）（⑨－４）に示すとおり，東海第二発電所においては，

実務を通じた教育・訓練として現場教育を実施している。現場教育で

55



添付－37 

は，運転及び保守における基礎知識の習得，作業安全の基礎知識の習得

等を行う。 

ｂ．教育・訓練については，保安規定第 3 条（品質保証計画）「６．資源

の運用管理」（別紙５－５）（⑨－５）で示すとおり，品質マネジメン

トシステム（以下「ＱＭＳ」という。）文書体系における１次文書とし

ての要求事項を定めている。この要求事項を踏まえ，社内規程「品質保

証規程」（別紙５－６）（⑨－６）において，品質保証計画における要

求事項を具体的に規定している。 

これらの要求事項を受けて，社内規程「力量運用要領」（別紙５－

２）（⑨－２）においては，東海第二発電所における保安教育等の運用

要領等を定め，「原子炉施設保安教育手順書」（別紙５－３）（⑨－

３）及び「教育・訓練計画手順書」（別紙５－４）（⑨－４）において

は，これに基づく具体的な運用要領等を定めており，教育・訓練の運用

をＱＭＳ体系の中で規定している。これらの運用に関する規定に基づ

き，教育・訓練を実施している。平成 27 年度の東海第二発電所の教育

訓練実績及び保安教育実績の抜粋を別紙５－７及び別紙５－８に示す

（⑨－７，⑨－８）。

以上のとおり，確保した技術者に対しその専門知識及び技術・技能を

維持・向上させるため，教育・訓練に関する社内規程を策定し，必要な

教育・訓練を行う。 

なお，東海総合研修センター及び敦賀総合研修センターは当社のみな

らず，協力会社の教育・訓練にも活用できるよう研修設備の提供を行っ

ており，発電所の保守点検業務等を行う協力会社社員の専門知識・技能

の向上を支援している。 
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  ｃ．東海第二発電所では，原子力安全の達成に必要な技術的能力を維持・

向上させるため，保安規定等に基づき，対象者，教育内容及び教育時間

等について教育の実施計画を策定し，それに従って教育を実施する（⑨

－５）。 

また，東海第二発電所では必要となる教育及び訓練とその対象者とし

て発電所の運営に直接携わる運転，保修，放射線管理，化学管理，燃料

管理等に関する業務の技術者に対して力量評価制度を設けている。力量

評価では，業務を遂行する上で必要な力量を教育・訓練に関する要領に

定め，評価を実施する。また，必要な力量が不足している場合には，そ

の必要な力量に到達することができるように教育・訓練を実施する。 

教育訓練プログラムの概要を別紙５－９に示す。 

 

  ｄ．技術者の教育・訓練は，当社の東海総合研修センター及び敦賀総合研

修センターのほか，国内の原子力関係機関（株式会社ＢＷＲ運転訓練セ

ンター及び東京大学大学院工学系研究科原子力専攻等）（⑨－９）にお

いて，各職能，目的に応じた実技訓練や机上教育を計画的に実施し，一

般及び専門知識・技能の習得及び習熟に努める。過去 5 年間の社外教育

訓練受講者の実績を別紙５－10（⑨－９）に示す。 

当社内の講師，訓練施設だけでなく，社外の講師，訓練施設に積極的

に社員を派遣することにより，訓練等で得た知識，操作能力を高め，必

要ならば当社の教育訓練項目の改善を図ること等の対策がとれること，

当社の訓練施設で模擬できない施設に関する訓練を経験することによ

り，より幅広い技術的能力の習得が可能となること等の効果が得られて

いると考えている。 
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ｅ．本変更に係る業務に従事する技術者の他，原子力防災組織において必

要な事務系社員及び協力会社社員に対しては，各役割に応じた自然災害

等発生時，重大事故等発生時の対応に必要となる技能の維持と知識の向

上を図るため，計画的かつ継続的に教育・訓練を実施する。なお，東海

第二発電所に勤務する事務系社員に対しては，従来から保安規定に定め

る以下の保安教育を実施している。 

・入所時に実施する教育：

関係法令及び保安規定の遵守に関すること，原子炉施設の構造，

性能に関すること，非常の場合に構ずべき処置の概要 

・その他反復教育

関係法令及び保安規定の遵守に関すること，非常の場合に講ずべ

き処置に関すること 

これは，原子力発電所で働く全所員に対し，原子炉等規制法に関連す

る法令の遵守を徹底すること，及び非常時においては事務系社員も原子

力防災組織における要員の一部であり，必要な知識，技量を教育により

習得，維持する必要があることから事務系社員も保安教育の対象者とし

ている。 

ｆ．東京電力福島第一原子力発電所事故以降，東海第二発電所では重大事

故等対処設備等を整備し，災害対策要員の体制整備を進めている。これ

ら重大事故等対処設備等を効果的に活用し，適切な事故対応が行えるよ

う訓練を繰り返し行うことにより，災害対策要員の技術的な能力の維持

向上を図っている。訓練の実施にあたっては，訓練の種類に対応する対

象者，訓練内容等を定め，訓練の結果，改善すべき事項が抽出されれ
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ば，速やかに検討を行うこととしている。別紙５－11（⑨－10）に平成

27 年度及び平成 28 年度の訓練回数を示す。 

以上のとおり，本変更に係る技術者に対する教育・訓練を実施し，その専

門知識及び技術・技能を維持・向上させる取り組みを行っている。 

別紙５－１ 平成 29 年度 新入社員教育 年間教育スケジュール 

別紙５－２ 力量運用要領（抜粋） 

別紙５－３ 原子炉施設保安教育手順書（抜粋） 

別紙５－４ 教育・訓練計画手順書（抜粋） 

別紙５－５ 東海第二発電所 原子炉施設保安規定（抜粋） 

別紙５－６ 品質保証規程（抜粋） 

別紙５－７ 東海第二発電所の教育訓練実績（平成 28 年度） 

別紙５－８ 東海第二発電所 保安教育実績 抜粋（平成 28 年度） 

別紙５－９ 教育訓練プログラムの概要（イメージ） 

別紙５－10 本店及び東海第二発電所における各年度の社外教育訓練受講者数 

別紙５－11 東海第二発電所における重大事故対応に関する訓練 
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 (6) 発電用原子炉主任技術者等の選任・配置 

 方針 10 有資格者等の選任・配置 

 事業者において，当該事業等の遂行に際し法又は法に基づく規則により有

資格者等の選任が必要となる場合，その職務が適切に遂行できるよう配置さ

れているか，又は配置される方針が適切に示されていること。⑩ 

 【解説】 

 「有資格者等」とは，原子力主任技術者免状若しくは核燃料取扱主任者免

状を有する者又は運転責任者として基準に適合した者をいう。 

 

東海第二発電所の運転に際して必要となる有資格者等については，その職

務が適切に遂行できる者の中から選任し，配置していることを以下に示す。 

 

  ａ．実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則第 95 条では，発電用

原子炉主任技術者（以下「原子炉主任技術者」という。）は，原子炉主

任技術者免状を有する者のうち，発電用原子炉施設の工事又は保守管理

に関する業務，運転に関する業務，設計に係る安全性の解析及び評価に

関する業務，燃料体の設計又は管理に関する業務の実施経験を 3 年以上

有する者の中から，原子炉毎に選任することが定められている。 

東海第二発電所の原子炉主任技術者は，上記の実務経験に関する要求

に適合している者の中から職務経験期間を考慮し，以下のとおり原子炉

毎に適切に選任している。 

   (a) 実務経験について 

東海第二発電所では平成 28 年 6 月 30 日付で原子炉主任技術者を配

置している。 

東海第二発電所の原子炉主任技術者の主な実務経験は，以下のとお

り。 

・本店及び東海第二発電所において，炉心設計，炉心性能管理を
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14 年 1 か月従事したことから，第 2 項第四号「発電用原子炉に

使用する燃料体の設計又は管理に関する業務に従事した期間」に

含まれると考えられる。 

・本店において，東海第二発電所，敦賀発電所 1 号炉及び 2 号炉の

運転計画，設備修繕計画を 1 年従事したことから，第 2 項第一号

「発電用原子炉施設の工事又は保守管理に関する業務に従事した

期間」に含まれると考えられる。

以上から，東海第二発電所原子炉主任技術者は，第 2 項の選任要件

に適合する業務に，通算して 15 年超従事していることから，第 2 項

の選任要件に適合している。 

(b) 職務能力について

保安規定では，原子炉主任技術者は社長が選任することを定めてい

る。また，職位は，原子炉安全担当として発電管理室に所属し，発電

所に駐在の上，保安規定に定める職務を専任することを定めている。 

東海第二発電所における原子炉安全担当は，能力等級特 3 級以上又

は役割ランク 3 号以上の管理職が該当し，所管する組織の管理責任者

として所管業務を統括・推進するとともに，必要に応じて関係者に対

し指導・調整並びに専門的な立場からの連携・援助等を行う能力を有

する者として，社長がその職位への配置を決定した者である。 

社長は，業務内容を踏まえ，管理職（能力等級特 3 級以上又は役割

ランク 3 号以上）の中から，保安規定に定める原子炉主任技術者の職

務を遂行できる能力を有する者を，原子炉主任技術者としての選任要

件に該当する職務経歴を踏まえ，原子炉主任技術者を選定する。 

(c) 原子炉毎の選任について

東海第二発電所では，原子炉主任技術者免状を有する者を，原子炉
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主任技術者として 1 名配置している。 

ｂ．原子炉主任技術者は，発電用原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠

実かつ最優先に行い，保安のための職務が適切に遂行できるよう独立性

を確保するために，社長が選任し配置する。このことにより，原子炉主

任技術者は発電所長からの解任や配置の変更を考慮する必要がなく，保

安上必要な場合は運転に従事する者（発電所長を含む。）へ必要な指示

を行うことができることから，独立性を確保できている。 

(a) 上位職位者との関係における原子炉主任技術者の独立性の確保

原子炉主任技術者の職務である保安の監督に支障をきたすことがな

いよう，上位職位者である発電所長との関係において独立性を確保す

るために，東海第二発電所における原子炉主任技術者の選定にあたっ

ては，発電所長の人事権が及ばない社長が選任する。 

(b) 職位に基づく判断における原子炉主任技術者の独立性の確保

原子炉主任技術者は，発電管理室に所属し，発電所に駐在の上，保安

規定に定める職務を専任することを定めていることから，発電所の職

位と兼務することなく，適切に職務を遂行できると考えられる。 

ｃ．原子炉主任技術者不在時においても，発電用原子炉施設の運転に関し

保安上必要な指示ができるよう，代行者を原子炉主任技術者の選任要件

を満たす管理職（能力等級特 4 級以上又は役割ランク 4 号以上）の中か

ら選任し，職務遂行に万全を期している。必要な代行者数について以下

に示す。 

必要となる原子炉主任技術者数は，号炉毎に選任する必要があること

から，最少人数としては 1 名である。 
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しかし，疾病・負傷，出張，休暇等の理由により，保安規定に定める

原子炉主任技術者の任務が遂行できない可能性を考慮し，実用炉規則第

95 条第 2 項に定める選任要件に適合する代行者を選任している。 

さらに，原子炉主任技術者の資格を有する者は常に把握していること

から，万一，原子炉主任技術者が不在となる事態となれば，実用炉規則

第 95 条第 2 項の選任要件を満たす者の中から速やかに原子炉主任技術

者として選任し，選任後 30 日以内に原子力規制委員会に届け出る。 

 

  ｄ．東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえ，東海第二発電

所において重大事故等が発生した場合を想定し，原子炉主任技術者は，

休日・夜間において東海第二発電所における重大事故等の発生連絡があ

った場合，発電所に非常招集するため，早期に非常招集が可能なエリア

（東海村又は隣接市町村）に原子炉主任技術者又は代行者を配置する。 

 

  ｅ．運転責任者の基準に適合した者は，原子力規制委員会が定める基準

（運転責任者に係る基準等に関する規程（平成 13 年経済産業省告示第

589 号）第 1 条）に適合した者の中から選定し，原子炉の運転を担当す

る当直の責任者である発電長の職位としている。 

 

以上のとおり，東海第二発電所の運転に際して必要となる有資格者等につ

いては，その職務が適切に遂行できる者の中から選任し，配置している。 
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原子力関係組織系統図（1/3） 

  

（平成 29 年 8 月 1 日現在） 

別紙１－１（1／3）

①－１
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原子力関係組織系統図（2/3） 

別紙１－１（2／3）

①－１

②－１
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原子力関係組織系統図（3/3） 

別紙１－１（3／3）

①－１
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別紙１－２（1／7）
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別紙１－２（2／7）
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別紙１－２（3／7）
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別紙１－２（4／7）
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別紙１－２（5／7）
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別紙１－２（6／7）
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別紙１－２（7／7）
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東海第二発電所原子炉施設保安規定 

平 成 2 8 年 3 月

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社

別紙１－３（1／5）

（抜　粋）

制定　　　昭和52年12月20日 社規第 299号 
最終改正　平成28年 3月31日 社規第1175号
主管箇所　本店　発電管理室

添付－55 74



3-2

（保安に関する職務） 

第５条 保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。 

(1) 社長は，管理責任者を指揮し，発電所における保安活動に係る品質マネジメントシステムの

構築，実施及び維持並びにその有効性の継続的な改善を統括する。関係法令及び保安規定の遵

守を確実にするための活動並びに安全文化を継続的に醸成するための活動を統括する。また，

社長は，発電所長（以下「所長」という。）及び発電用原子炉主任技術者（以下「原子炉主任

技術者」という。）に適宜報告を求め，発電所の安全確保を確実にするため，「事故・故障時

等対応要項」の定めるところにより必要な指示を行う。 

(2) 実施部門管理責任者は，実施部門の品質保証活動の実施に係る品質マネジメントシステムの

具体的活動（内部監査活動を除く。）を総括する。 

(3) 監査管理責任者は，実施部門の品質保証活動の実施に係る品質マネジメントシステムの内部

監査活動を総括する。 

(4) 安全室は，品質マネジメントシステム（品質保証活動を含む。）に係る事項の総合調整及び

品質マネジメントシステムの総括管理に関する業務を行う。安全室長は，推進委員会を所管し，

関係法令及び保安規定の遵守を確実にするための活動並びに安全文化を継続的に醸成するため

の活動を推進する。 

(5) 考査・品質監査室は，品質マネジメントシステムの内部監査業務を行う。

(6) 発電管理室は，品質マネジメントシステムに関係する発電管理及び非常時の措置の総括に関

する業務を行う。 

(7) (1)から(6)の職務の他，本店には次の職務がある。

イ．地域共生・広報室は，品質マネジメントシステムに関係する安全文化醸成活動におけるコ

ミュニケーション活動の総括及び推進に関する業務を行う。

ロ．総務室（本店）は，品質マネジメントシステムに関係する能力開発，労働安全衛生管理及

び文書管理の総括に関する業務を行う。

ハ．経理・資材室は，品質マネジメントシステムに関係する物品購入，工事請負及び業務委託

の契約に関する業務を行う。

ニ．開発計画室は，品質マネジメントシステムに関係する土木設備及び建築設備の設計に関す

る業務を行う。

(8) 発電管理室長，考査・品質監査室長，安全室長，地域共生・広報室長，総務室長（本店），

経理・資材室長及び開発計画室長は，室員を指示・指導し，所管する業務を行う。また，室員

は，室長の指示・指導に従い業務を実施する。 

２．保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

(1) 所長は，原子炉主任技術者の意見を尊重したうえで，発電所における保安に関する業務を統

括する。 

(2) 発電直は，原子炉施設の運転及び燃料取扱いに関する当直業務を行う。

(3) 発電運営グループは，発電室の運営管理に関する業務を行う。

(4) 運転管理グループは，原子炉施設の運転の計画及び管理に関する業務を行う。

(5) 運転支援グループは，当直業務の支援に関する業務を行う。

(6) 炉心・燃料グループは，燃料の管理（発電直所管業務を除く。）に関する業務を行う。

(7) 放射線・化学管理グループは，放射線管理，放射性廃棄物管理，化学管理に関する業務及び

安全管理室の運営管理に関する業務を行う。 

(8) 保修運営グループは，保修室の運営管理に関する業務を行う。
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(9) 保守総括グループは，原子炉施設の保守管理の総括に関する業務を行う。

(10) 電気・制御グループは，原子炉施設のうち電気，計測制御関係設備の保守管理（工務・設

備診断グループ及び直営電気・制御グループ所管業務を除く。）に関する業務を行う。 

(11) 機械グループは，原子炉施設のうち機械関係設備（建物，構築物を含む。）の保守管理

（工務・設備診断グループ及び直営機械グループ所管業務を除く。）に関する業務を行う。 

(12) 工務・設備診断グループは，電気・制御グループ又は機械グループと協議して定める原子

炉施設の保全のうち設備診断の実施に関する業務及び技術センターの運営管理に関する業務を

行う。 

(13) 直営電気・制御グループは，電気・制御グループと協議して定める原子炉施設の保全の実

施（工務・設備診断グループ所管業務を除く。）に関する業務を行う。 

(14) 直営機械グループは，機械グループと協議して定める原子炉施設の保全の実施（工務・設

備診断グループ所管業務を除く。）に関する業務を行う。 

(15) 総務グループは，保安教育の総括，文書管理及び総務室の運営管理に関する業務を行う。

(16) 渉外・報道グループは，地方自治体とのコミュニケーションに関する業務を行う。

(17) 経理グループは，資材業務に関する業務を行う。

(18) 施設防護グループは, 警備及び安全・防災室の運営管理に関する業務を行う。

(19) 安全・防災グループは，非常時の措置，初期消火活動のための体制の整備及び労働安全衛

生管理に関する業務を行う。 

(20) 品質保証グループは，品質保証活動の管理に関する業務を行う。

(21) 保安運営グループは，原子炉施設の保安運営の総括に関する業務及び運営管理室の運営管

理に関する業務を行う。 

(22) プラント管理グループは，原子炉施設の運転保守計画及び管理並びに技術管理に係る事項

の総括に関する業務を行う。 

(23) 各室長（以下「各室長」は技術センター長を含む。）は，第４条の定めのとおり，当該室

（以下「室」には技術センターを含む。）が所管するグループ業務を統括する。 

(24) 各グループのマネージャー（以下｢各マネージャー｣という。発電直においては，マネージ

ャーを発電長という。以下同じ。）は，所管業務に基づき非常時の措置，保安教育並びに記録

及び報告を行う。 

(25) 各マネージャーは，グループ員（発電長のもと原子炉施設の運転操作を行う者（以下「運

転員」という。）を含む。）を指示・指導し，所管する業務を行う。また，グループ員は，マ

ネージャーの指示・指導に従い業務を実施する。

３．その他関係する部門の長は，別途定められた「組織権限規程」に基づき所管業務を行う。 

第２節 原子炉施設保安委員会及び原子炉施設保安運営委員会 

（原子炉施設保安委員会） 

第６条 本店に原子炉施設保安委員会（以下「保安委員会」という。）を設置する。 

２．保安委員会は，原子炉施設の保安に関する次の事項を審議し，確認する。 

(1) 原子炉設置（変更）許可申請書本文に記載の構築物，系統及び機器の変更

(2) 原子炉施設保安規定の変更

(3) その他保安委員会で定めた審議事項

３．発電管理室長を委員長とする。 
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４．保安委員会は，委員長，所長，原子炉主任技術者に加え，グループマネージャー以上の職位の

者から委員長が指名した者で構成する。 

（原子炉施設保安運営委員会） 

第７条 発電所に原子炉施設保安運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設置する。 

２．運営委員会は，発電所における原子炉施設の保安運営に関する次の事項を審議し，確認する。

ただし，あらかじめ運営委員会にて定めた軽微な事項は，審議事項に該当しない。 

(1) 運転管理に関する手順の制定及び改正

イ．運転員の構成人員に関する事項

ロ．当直の引継方法に関する事項

ハ．原子炉の起動及び停止操作に関する事項

ニ．巡視点検に関する事項

ホ．異常時の操作に関する事項

ヘ．警報発生時の措置に関する事項

ト．原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項

チ．定期試験に関する事項

(2) 燃料管理に関する手順の制定及び改正

イ．新燃料及び使用済燃料の運搬に関する事項

ロ．新燃料及び使用済燃料の貯蔵に関する事項

ハ．燃料の検査及び取替に関する事項

(3) 放射性廃棄物管理に関する手順の制定及び改正

イ．放射性固体廃棄物の保管及び運搬に関する事項

ロ．放射性液体廃棄物の放出管理に関する事項

ハ．放射性気体廃棄物の放出管理に関する事項

ニ．放出管理用計測器の管理に関する事項

(4) 放射線管理に関する手順の制定及び改正

イ．管理区域の設定，区域区分及び特別措置を要する区域に関する事項

ロ．管理区域の出入管理及び遵守事項に関する事項

ハ．保全区域に関する事項

ニ．周辺監視区域に関する事項

ホ．線量の評価に関する事項

ヘ．除染に関する事項

ト．外部放射線に係る線量当量率等の測定に関する事項

チ．放射線計測器類の管理に関する事項

リ．管理区域内で使用した物品の搬出及び運搬に関する事項

(5) 保守管理に関する手順の制定及び改正

(6) 改造の実施に関する事項

(7) 原子炉施設の定期的な評価の結果 （第１０条（原子炉施設の定期的な評価））

(8) 非常時における運転操作に関する手順の制定及び改正（第１１０条（原子力防災資機材

等）） 

(9) 保安教育実施計画の策定（第１１８条（所員への保安教育））に関する事項

(10)事故・故障の水平展開の実施状況に関する事項
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３．所長を委員長とする。 

４．運営委員会は，委員長，原子炉主任技術者，電気主任技術者，ボイラー・タービン主任技術者

及び各室長に加え，委員長が指名した者で構成する。 

第３節 主任技術者 

（原子炉主任技術者の選任） 

第８条 社長は，原子炉主任技術者及び代行者を，原子炉主任技術者免状を有する者であって，以下

の(1)から(4)のいずれかの業務に通算して３年以上従事した経験を有する者の中から選任する。 

(1) 原子炉施設の工事又は保守管理に関する業務

(2) 原子炉の運転に関する業務

(3) 原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務

(4) 原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務

２．原子炉主任技術者は，原子炉毎に選任する。 

３．原子炉主任技術者は，能力等級特３級以上又は役割ランク３号以上に格付けされた者から選任す

る。 

４．原子炉主任技術者は，発電管理室に所属し，発電所に駐在して，第９条（原子炉主任技術者の職

務等）に定める職務を専任する。 

５．代行者は，能力等級特４級以上又は役割ランク４号以上に格付けされた者から選任する。 

６．原子炉主任技術者が職務を遂行できない場合は，代行者と交代する。ただし，職務を遂行できな

い期間が長期にわたる場合は，第１項から第３項に基づき，原子炉主任技術者を選任し直す。 

（電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の選任） 

第８条の２ 社長は，電気主任技術者及び代行者を第一種電気主任技術者免状を有する者の中から，

ボイラー・タービン主任技術者及び代行者を第一種ボイラー・タービン主任技術者免状を有す

る者の中から選任する。 

２．電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者は，電気工作物※１の保安の監督を行うう

えで必要な責任と権限を有する者とし，能力等級特３級以上又は役割ランク３号以上に格付けさ

れた者から選任する。ただし，該当者がいない場合はこれに準じる者から選任する。 

３. 代行者は，能力等級特４級以上又は役割ランク４号以上に格付けされた者から選任する。

４．電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者が職務を遂行できない場合は，それぞれの

代行者と交代する。ただし，職務を遂行できない期間が長期にわたる場合は，第１項及び第２項に

基づき，電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者を選任し直す。 

※１：電気工作物とは，当社の設置する電気事業の用に供する電気工作物（原子力発電工作物），

及び電気事業の用に供する電気工作物（原子力発電工作物）を監督する主任技術者が，同工

作物と一括して監督する自家用電気工作物をいう。以下，第９条の２（電気主任技術者及びボ 

イラー・タービン主任技術者の職務等）において同じ。
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本部 作業班 

組織 構成 主な任務 組織 主な構成要員 主な任務 

本部長 
○原子力防災管理

者（所長）

・災害対策活動の統括

・方針の決定
情報班 ○運営管理室

・事故に関する情報収集，整理

・本店総合災害対策本部との連

絡，調整

・社外機関との連絡，調整

本部長代理 
○副原子力防災管

理者
・本部長の補佐 広報班 ○総務室

・広報に関する関連機関との連

絡，調整

・報道機関対応

・発電所内外への情報提供

原子炉主任 

技術者 

○発電用原子炉

主任技術者

・本部長への意見具申

・保安に関する指示
庶務班 ○安全･防災室

・発電所災害対策本部の運営

・要員，資機材等の調達

・退避誘導

・医療（救護）に関する措置

・所内警備

・消火活動

・アクセスルート確保

・放射性物質拡散抑制対策等

・二次災害防止に関する措置

本部員 

○各室長

（一部マネージャ

ー） 

・本部長への意見具申

・各班長への助言又は協力
技術班 ○安全管理室

・事故状況の把握，評価

・プラント状態の進展予測，評

価

・事故拡大防止対策の検討及び

技術的助言

本部補助員 

○原子力防災管理

者又は本部長が

指名する者

・本部員の補助 放射線管理班 ○安全管理室

・発電所内外の放射線，放射能

の状況把握

・影響範囲の評価

・被ばく管理

・汚染拡大防止措置に関する対

応及び技術的助言

保修班 ○保修室

・事故の影響緩和，拡大防止措

置に関する対応

・不具合設備の応急復旧

・電源機能喪失時の電源確保に

伴う措置

・電源機能喪失時の給水確保に

伴う措置

・可搬型設備の準備と操作

運転班 ○発電室

・プラント状況把握及び対策本

部へのインプット

・事故の影響緩和，拡大防止に

関する運転上の技術的助言

・運転操作に関する指揮，命令，

判断

・事故の影響緩和，拡大防止に

関する運転上の措置の実施

原子力防災組織図（東海第二発電所） 
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本部 

（統括管理）

本部長 

（本部） 

副本部長 

本部長付 

組 織 主 な 職 務 

１．当該災害に関する情報の収集※１

２．現業機関災害対策本部対応への指導・援助 
３．本店が担当する社外関係機関との連絡・調整及び法令

上必要な連絡，報告※１ 
４．各班との連絡調整※１ 

情報班 

１．通信施設の確保※１ 
２．定められた本店災害対策本部要員では災害対策活動を

十分行うことができないと判断される場合の追加要員
の選定及び本部長承認後の招集※１ 

３．応援計画案の作成及び各班応援計画案の取りまとめ※１

４．社内警備 
５．その他必要な事項 

庶務班 

１．報道機関等（現業機関災害対策本部が行うものを除
き，国の広報担当箇所を含む。）との対応※１ 

２．広報関係資料の作成※１ 
３．応援計画案の作成 

広報班 

１．発電用原子炉・燃料の安全性に係る事項の検討※１

２．発電所施設・環境調査施設の健全性の確認 
３．発電所（現業機関）の災害対策本部が行う応急活動の

検討※１ 
４．応援計画案の作成 

技術班 

１．放射線管理に係る事項の検討 
２．個人被ばくに係る事項の検討 
３．応援計画案の作成 

放射線 

管理班 

１．緊急被ばく医療に係る事項の検討 
２．応援計画案の作成 

保 健 

安全班 

※１：警戒事態宣言時の主な職務を示す。なお，本店警戒本部の体制は，
発生した事象に応じ本店警戒本部長がこの組織から必要要員をその
都度指名する。 

原子力防災組織図（本店） 

[本部長は，必要に応じ以下の組織を設置する] 

１．自治体との連携 
２．避難所対応 
３．被災者対応 
４．地域モニタリングの計画作成 

原子力災害被災者

対応チーム 

１．補償相談・広報計画作成
２．初期の補償窓口 
３．本格体制の準備 
４．法令手続き 

原子力損害賠償 

チーム

主 な 職 務 組 織 

１．原子力規制委員会，緊急時対策監等の対応 
原子力施設事態 

即応センター班 

１．状況把握・拠点選定・運営 
２．資機材調達・受入 
３．輸送計画の作成 
４．調達資機材の管理 
５．要員の入退管理 
６．要員・資機材の放射線管理 
７．住民避難行動等状況把握 
８．スクリーニング計画作成 
９．避難住居要請対応計画作成 
１０．国，自治体と連携した汚染検査，除染計画作成 

原子力緊急時 

後方支援班 

別紙１－４（2／2）

（別紙１－４は変更を予定している原子力防災組織の現時点における変更案を添付する。）
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原子力防災組織の改善に関する考え方

１．重大事故等の収束に向けた原子力防災管理者等の役割の明確化，原子力防災組織の増

員及び発電用原子炉主任技術者の原子力防災組織内における位置付けの明確化

重大事故等の事故収束に向けて，原子力防災管理者，副原子力防災管理者及び機能班

について役割を明確にするとともに人数を増加させた原子力防災組織を確立する。

また，発電用原子炉主任技術者については，既に号炉毎に選任し保安監督させるとと

もに発電所の組織とは独立した立場としているが，東京電力株式会社福島第一原子力発

電所事故において災害対応が長期化したことを踏まえ，原子力防災管理者へ助言及び指

示する位置付けとすべく原子力防災組織内に位置付け，確実な事故収束を図る。

２．原子力事業所災害対策支援拠点に関する事項（候補地の選定，必要な要員及び資機材

の確保）

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故において，発電所外からの支援に係る対

応拠点を活用したことを踏まえ，東海第二発電所においても同様な機能を分散して有す

る候補地をあらかじめ選定し，必要な要員及び資機材を確保する。候補地点の選定にあ

たっては，原子力災害発生時における風向等を考慮し，東海第二発電所からの方位，距

離（約 20km 圏内外）が異なる地点を複数選定する。 

３．原子力緊急事態支援組織に関する事項（他の原子力事業者と共同で組織を設置，定期

的な訓練の実施，組織のさらなる拡充に向けての検討）

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故において，放射性物質による汚染により

災害対策要員が発電所内に立ち入ることができず，ロボット，無人機等遠隔操作が可能

な資機材を活用して発電所の災害状況を確認した事を踏まえ，東京電力株式会社福島第

一原子力発電所事故対応で使用した資機材と同様な資機材をあらかじめ確保し，訓練に

より操作に習熟する。現在，原子力事業者共同で支援組織を運用しており，平成 28 年 3
月に要員及び資機材を増強し，平成 28 年 12 月より美浜原子力緊急事態支援センターと

して本格的に運用を開始している。

４．シナリオ非提示型の原子力防災訓練の実施

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故において，従来から原子力防災訓練で実

施してきたシナリオ通りには事態が進行せず，事態の進展が早かった事などから混乱を

生じたことを踏まえ，防災訓練参加者に対しシナリオを非提示とする訓練形式を加える

ことにより，訓練参加者が自ら考え，活動する原子力防災訓練を実施していく。

別紙１－６
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品質マネジメントシステム規程管理番号 

ＱＭ共通：７－２－３ 

原子炉施設保安委員会及び原子炉施設保安運営委員会要項 

日本原子力発電株式会社 

発 電 管 理 室 

廃止措置プロジェクト推進室

別紙１－７（1／5）

（抜　粋）

制定　　　平成18年 6月28日 発室規則第188号，廃室規則第50号 
最終改正　平成29年 4月19日 発室規則第762号，廃室規則第463号
主管箇所　本店　発電管理室
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品質マネジメントシステム規程管理番号 

ＱＭ東Ⅱ：７－２－３－１ 

原子炉施設保安運営委員会運営要領 

 

 

平成２６年６月 

東海第二発電所 
運営管理室

別紙１－８（1／4）

（抜　粋）

制定　　　平成15年12月17日 東二発所則第301号 
最終改正　平成26年 6月27日 東二発所則第821号
主管箇所　東海第二発電所　運営管理室 
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原子炉施設保安委員会の開催実績（平成 28 年度） 

月 日 審議内容 備考

4 25 ・敦賀発電所１号炉において用いた資材等に含まれる放

射性物質の放射能濃度の測定及び評価方法の認可の申

請について

5 23 ・敦賀発電所１号炉において用いた資材等に含まれる放

射性物質の放射能濃度の測定及び評価方法の認可の申

請について

7 21 ・東海第二発電所 廃棄物処理棟中地下１階タンクベン

ト処理装置室内における液体の漏えいに伴う立入制限

区域の設定について（原因と対策）

8 19 ・敦賀発電所 原子炉施設保安規定の変更について（敦

賀１号炉廃止措置に伴う変更）

8 25 ・敦賀発電所 原子炉施設保安規定の変更について（敦

賀１号炉廃止措置に伴う変更）

12 5 ・東海第二発電所 廃棄物処理棟中地下１階タンクベン

ト処理装置室内における液体の漏えいに伴う立入制限

区域の設定について（原因と対策の補正）

1 26 ・敦賀発電所１号炉に係る廃止措置計画の認可の申請に

ついて（補正）［使用済燃料の未臨界性評価に係る部分

以外］

2 7 ・敦賀発電所１号炉に係る廃止措置計画の認可の申請に

ついて（補正）［使用済燃料の未臨界性評価に係る部分］ 
3 2 ・原子炉施設保安委員会及び保安運営委員会要項の変更

について

・放射線障害予防規程の変更について

・保守管理業務要項の変更について

・運転管理業務要項の変更について

・廃止措置管理業務要項の変更について

・燃料管理業務要項の変更について

・放射性廃棄物管理業務要項の変更について

・放射線管理業務要項の変更について

・原子力災害対策業務要項の変更について

・運転責任者の合否判定等業務等に関する要項の変更に

ついて

3 16 ・敦賀発電所２号機 Ｂ非常用ディーゼル発電機シリン

ダ冷却水ポンプ軸の曲がりについて（原因と対策）

別紙１－９
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東海第二発電所 原子炉施設保安運営委員会の開催実績（平成 28 年度） 

月 日 審議内容 備考

4 27 ・東海第二発電所 日立造船製ドライキャスク支持構造

物耐震補強工事に伴う使用済燃料乾式貯蔵容器移動時

の燃料管理について

5 25 ・東海第二発電所 所則「災害対策要領」の改正について

・東海第二発電所 細則「災害対策要領に基づく要員の教

育要領」の制定について

・東海第二発電所 日立造船製ドライキャスク支持構造

物耐震補強工事に伴う使用済燃料乾式貯蔵容器移動時

の燃料管理について

6 17 ・東海第二発電所 事故・故障トラブル情報の水平展開実

施状況について

・東海第二発電所 定期事業者検査と自主検査の扱いに

ついて

・東海第二発電所 所則「災害対策要領」の改正について

（再審議）

・東海第二発電所 細則「災害対策要領に基づく要員の教

育要領」の制定について

7 25 ・東海第二発電所 不適合事象「R/W 中地下 1 階タンクベ

ント処理装置室溢水」に係る根本原因分析実施の要否

について

8 9 ・東海第二発電所 細則「液体廃棄物系運転手順書」の改

正について

8 15 ・東海第二発電所 細則「液体廃棄物系運転手順書」，細

則「化学管理基準」，取扱書「水質分析マニュアル」の

改正について

10 20 ・東海第二発電所 細則「高経年化対策実施手引書」の改

正について

11 21 ・東海第二発電所 取扱書「定期試験実施取扱書」他の改

正について

12 20 ・東海第二発電所 所則「線量管理要領」及び細則「管理

区域立入許可手順書」の改正について

・東海第二発電所 電気ペネトレーションの高経年化評

価における長期健全性評価手法等の見直しについて

・根本原因分析の実施結果の報告について

（東海第二発電所 管理区域での放射性廃液の漏えい

に関する通報連絡の遅れ）

1 17 ・東海第二発電所 30 年時高経年化技術評価書の評価条

件の見直しについて

2 9 ・東海第二発電所 サービス建屋ランドリー設備配管取

替工事の内ランドリーボイラー室トレンチ内配管等撤

去に伴う一時的な管理区域の設定及び解除について

別紙１－10（1／2）
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月 日 審議内容 備考

2 23 ・東海第二発電所 細則「原子炉施設の定期安全レビュー

実施手引書」の改正について

3 17 ・東海第二発電所 2017 年度（平成 29 年度）東海第二

発電所保安教育実施計画の策定について

・東海第二発電所 所則「災害対策要領」及び細則「災害

対策要領に基づく要員の教育要領」の改正について

別紙１－10（2／2）
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本店及び東海第二発電所における有資格者等の人数 

（平成 29年 8月 1日現在） 

技
術
者
の
総
人
数 

技
術
者
の
う
ち
管
理
職
の
人
数
※１

技術者のうち有資格者の人数 

発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者 

有
資
格
者
の
人
数 

第
一
種
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン 

主
任
技
術
者
有
資
格
者
の
人
数 

第
一
種
電
気
主
任
技
術
者 

有
資
格
者
の
人
数 

第
一
種
放
射
線
取
扱
主
任
者 

有
資
格
者
の
人
数 

運
転
責
任
者
の
基
準
に
適
合
し
た

者
の
人
数 

本店 402 
195 

（180） 
21 5 5 64 0 

東海第二

発電所※２
213※３ 

89※３ 

（87） 
3 8 2 18 11 

※１ （ ）内は，管理職のうち，技術者としての経験年数が 10 年以上の人数を示す。

※２ 東海第二発電所の人数には，東海発電所専任の者は含まない。

※３ 東海第二発電所の技術者については，運転に必要な要員（重大事故等発生時に継続

して対応可能な要員を含む）を設置許可の運用開始時期までに確保する計画である。 

別紙２－１

③－１，④－１

③－２，④－２

③－３，④－３
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採用人数について 

平成 29 年 6 月 1 日現在 

年度 人数 前年比の増減率 

平成 19 年度 35 － 

平成 20 年度 39 11% 

平成 21 年度 55 41% 

平成 22 年度 61 11% 

平成 23 年度 80 31% 

平成 24 年度 45 ▲44%

平成 25 年度 17 ▲62%

平成 26 年度 0 － 

平成 27 年度 0 － 

平成 28 年度 5 － 

平成 29 年度 5 0% 

別紙２－２
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有資格者の人数の推移（至近５ヶ年） 

資格 所属 平成25年7月 平成26年7月 平成27年7月 平成28年7月 平成29年8月 

技
術
者 

【
参
考
】 

本店 372 427 423 423 402 

東海第二 233 214 189 189 213 

合計 605 641 612 612 615 

発
電
用
原
子
炉 

主
任
技
術
者 

本店 32 28 29 29 27 

東海第二 3 2 2 3 3 

合計 35 30 31 32 30 

第
１
種
放
射
線 

取
扱
主
任
者 

本店 70 74 78 83 86 

東海第二 19 18 17 16 18 

合計 89 92 95 99 104 

第
１
種
ボ
イ
ラ
ー
・ 

タ
ー
ビ
ン
主
任 

技
術
者 

本店 9 8 6 6 5 

東海第二 9 8 9 8 8 

合計 18 16 15 14 13 

第
１
種
電
気
主
任 

技
術
者 

本店 8 6 7 9 8 

東海第二 3 3 2 2 2 

合計 11 9 9 11 10 

運
転
責
任
者
基
準 

適
合
者 

本店 0 0 0 0 0 

東海第二 10 10 10 10 11 

合計 15 14 14 14 13 

技
術
士 

本店 15※1 14※1 11※2 12※2 11※3 

東海第二 1※4 1※4 2※5 1※4 2※5 

合計 16 15 13 13 13 

別紙２－３（1／2）
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※１ 機械部門，電気・電子部門，原子力部門，建設部門，総合技術監理部門

※２ 機械部門，電気・電子部門，原子力部門，総合技術監理部門

※３ 電気・電子部門，原子力部門，総合技術監理部門

※４ 電気・電子部門

※５ 電気・電子部門，原子力部門

別紙２－３（2／2）
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東海第二発電所における重大事故等対応に関する有資格者数 

重大事故等対応に関する資格及びその取得者数を以下に示す。重大事故等対応に必要な

資格取得の必要な車両台数は，以下のとおり。 

重大事故等の対応に必要な資格に対し，有資格者数を確保している。今後も，引き続き

重大事故等対応に必要な有資格者を確保していく。 

資格名 主な用途 
必要 

台数※3 
取得者数※1 

大型自動車 

可搬型代替注水大型ポンプ 

可搬型代替注水中型ポンプ 

大型ポンプ用送水ホース運搬車 

大型ポンプ用送水ホース運搬車（放水用） 

中型ポンプ用送水ホース運搬車 

水槽付消防ポンプ自動車 

化学消防自動車 

可搬型高圧窒素供給装置の運搬※2 

可搬型整流器運搬車※2 

放水砲／泡消火薬剤運搬車※2 

汚濁防止膜運搬車※2 

小型船舶運搬車※2 

予備電動機運搬用トレーラー※2 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

30 

けん引 
小型船舶運搬車※2 

予備電動機運搬用トレーラー※2 

1 

1 
8 

大型特殊 

ホイールローダ

油圧ショベル

ブルドーザ

1 

1 

1 

13 

小型移動式クレーン 

可搬型代替注水大型ポンプ 

可搬型代替注水中型ポンプ 

予備電動機交換用クレーン 

小型船舶運搬車※2 

2 

1 

1 

1 

75 

危険物取扱者 

（乙種第 4類） 

燃料給油 

タンクローリ

1 

1 
138 

玉掛け 

可搬型代替注水大型ポンプ 

可搬型代替注水中型ポンプ 

予備電動機交換用クレーン 

小型船舶運搬車※2 

2 

1 

1 

1 

113 

車両系建設機械 

ホイールローダ

油圧ショベル

ブルドーザ

2 

1 

1 

33 

中型自動車 

可搬型ケーブル運搬車 

可搬型代替低圧電源車 

タンクローリ

2 

2 

2 

11 

普通自動車 放射能観測車 1 － 

小型船舶操縦士 小型船舶 1 8 

特定高圧ガス取扱主任者 可搬型高圧窒素供給装置※2 1 2

※１：平成 29年 8月 1日現在における東海第二発電所の当社社員の有資格者数。

※２：各設備で必要な資格については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。

※３：各設備の必要台数については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。

③－６，④－６
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東海総合研修センターにおける不具合事例の展示

展示状態

＜パネル拡大＞

（例：東海第二 タービン中間塞止弁のテスト電磁弁からの制御油漏洩）

＜展示品拡大＞

別紙２－６
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東海総合研修センターを活用した訓練実績(平成 28 年度) 

１．共通研修 

研修名 対象者 
受講者数 

(東海第二発電所員) 

社員研修 特３級研修 特３級昇格者 2 名 

特４級研修 特４級昇格者 3 名 

新任管理職研修 新任管理職昇格者 4 名 

６級研修 ６級昇格者 9 名 

７級研修 ７級昇格者 11 名 

８級研修 ８級昇格者 7 名 

新入社員研修 新入社員 2 名 

研修コース名 主な内容 
受講者数 

(東海第二発電所員) 

ヒューマンファクター基礎

コース

ヒューマンファクターの基礎

習得 
5 名 

ヒューマンファクター応用

コース

ヒューマンファクターの基礎

的知識を有している人を対象 

エラー防止の施策の実践力向

上 

1 名 

労働安全衛生教育(一般) 入社１～３年程度を対象とす

る労働安全衛生の基礎 
8 名 

品質保証コース 品質保証の考え方及び品質保

証の方法を理解 
5 名 

プラントシステムコース

(BWR 東２，BWR 公開) 

運転員以外の技術系社員(入社

2～3年)を対象とする東海第二

発電所の主要系統の構成と機

能，運転操作，及び事故・故

障時の状況の理解 

3 名 

根本原因分析手法(SAFER)

コース

根本原因分析手法の考え方及

び活用の方法取得 
6 名 

リスクマネジメントコース 室長，マネージャ，発電長の

現職管理職層及びそれらの候

補者を対象とするマネージャ

としての業務運営上必須の知

識の習得 

2 名 

別紙３－１（1／3）
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２．運転部門・保守部門・放射線関連部門・安全対策部門研修 

研修コース 主な内容 
受講者数 

(東海第二発電所員) 

運転 

部門 

初級運転員 
原子力に関する基礎的知識の

習得 
9 名 

運転管理者 運転管理者の資質向上 5 名 

保守 

部門 

（電気） 

初級保修員 

無停電電源装置，低圧開閉装置

の動作原理，構造及び機能の保

守技術 

1 名 

中上級保修員 
電動機，電動弁，保護継電器の

保守専門技術・知識・理論 
2 名 

電気設備全般 

電気設備の施工の知識，電気工

事の実技能力向上，感電事故・

設備事故防止 

1 名 

資格取得 
電気工事に必要な専門技術及

び施工等の知識の習得 
7 名 

保守 

部門 

（機械） 

初級保修員 

タンク配管熱交，配管補修工

法，回転機械の振動診断業務の

遂行に必要な基本的実務知識

の習得及び実技訓練 

13 名 

保修業務全般 
原子力鋼材，配管設計，設計解

析の基本的実務知識の取得 
2 名 

資格取得 

振動・潤滑油・設備診断員，法

定事業者検査員として必要な

検査の専門技術及び品質管理

等知識の習得 

18 名 

保守 

部門 

（計装） 

初級保修員 

空気作動弁に関する構造・原

理・点検手法など基本的実務知

識と技能を習得 

1 名 

中上級保修員 

各種プロセス計器の計測，記

録，点検等を自ら実施する技能

の習得 

2 名 

放射線 

関連 

事務系及び 

技術系社員 

放射線管理業務等の基礎知識，

実務的技術等の習得 
19 名 

放管及び 

化学管理員 

放射能評価にかかる専門技術

の理解 
5 名 

初級保修員 
工事監理担当者の放射線防護

上必要な基礎的技能 
3 名 

別紙３－１（2／3）
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研修コース 主な内容 
受講者数 

(東海第二発電所員) 

放射線 

関連 
資格取得 

放射線管理主任技術者として

必要な専門技術及び知識の習

得 

13 名 

安全対策

関連研修 

耐震設計に係る

内容を含む者 

原子力安全，耐震設計，PRA 及

び炉心溶融等の基礎知識と概

要の理解 

33 名 

重大事故等発生時における

現場作業を想定した訓練 

放射線測定，電気機材取扱等訓

練 
11 名 

※ 初級:入社 5 年未満，中級:入社 5 年～10年未満，上級:入社 10 年以上

３．運転関係(所内シミュレータ訓練)研修 

研修名 受講者数 

重大事故訓練 SA/AM コース 31 名 

チーム連帯訓練 ファミリー訓練コース 95 名 

４．その他 

研修名 受講者数 

原子炉施設廃止措置コース 2 名 

プラントシステムコース（PWR） 1 名 

JEAC4111 内部監査員養成コース 2 名 

消防設備士受験講習コース（甲４） 5 名 

別紙３－１（3／3）
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安全性向上対策設備を反映したシミュレータ訓練の実施について 

１．平成２７年度 

（１）平成２７年度 ＢＴＣ特別訓練実績 

 東海第二発電所運転員及び発電室員（運転責任者資格保有者）について、「ＳＡ訓

練コース（上級）」による訓練を実施。 

平成２７年 

  ４月 ５日～ ７日  副発電長   １名 

  ７月 ３日～ ５日 マネージャー １名 

７月１７日～１９日 副発電長 １名 

  ９月 １日～ ３日  副発電長   １名 

  ９月 １日～ ３日 マネージャー １名 

  合計 ５名 

（２）東海総合研修センターにおける訓練実績 

ａ．東海第二重大事故シーケンスについて，事故を模擬したシミュレータによる訓

練を実施。 

重大事故シーケンスについては平成２７年度における訓練実績なし。 

（平成２６年度に重大事故シーケンス１４項目に対して延べ７９名訓練実施） 

ｂ．全交流動力電源喪失事象について，当直員連絡訓練を実施。 

運転員３２名，災対要員３８名参加 

２．平成２８年度 

（１）平成２８年度 ＢＴＣ特別訓練実績 

 東海第二発電所運転員及び発電室員（運転責任者資格保有者）について、「ＳＡ訓

練コース（上級）」による訓練を実施。 

平成２８年 

４月１７日～１９日 副発電長 １名 

７月１９日～２１日 副発電長 １名 

７月１９日～２１日 副室長 １名 

９月 ９日～１１日 副発電長 １名 

  合計 ４名 

別紙３－２（1／2）
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（２）東海総合研修センターにおける訓練実績 

ａ．東海第二重大事故シーケンスについて，事故を模擬したシミュレータによる訓

練を実施。 

重大事故シーケンスについては平成２８年度における訓練実績なし。 

（平成２６年度に重大事故シーケンス１４項目に対して延べ７９名訓練実施） 

ｂ．全交流動力電源喪失事象について，当直員連絡訓練を実施。 

運転員４４名参加 

別紙３－２（2／2）

⑥－２

添付－102 121



品質マネジメントシステム規程管理番号 

ＱＭ共通：４－２ 

品 質 保 証 規 程

日本原子力発電株式会社 

別紙３－３（1／2）

（抜　粋）

制定　　　平成 4年 6月29日 社規第 590号 
最終改正　平成29年 4月19日 社規第1223号 
主管箇所　本店　安全室
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品質マネジメントシステム規程管理番号

ＱＭ東Ⅱ：８－５－１－１

ＱＭ敦２：８－５－１－１

予防処置対応要領

日本原子力発電株式会社           

発 電 管 理 室           

別紙３－４（1／3）

（抜　粋）

制定 平成17年3月30日 発室規準第124号 
最終改正　平成29年6月29日 発室規準第465号 
主管箇所　本店　発電管理室
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本店 情報検討会の開催実績（平成 28 年度） 

月 日 内容 備考

8 1 
本店及び発電所における予防処置活動の取り組み

状況
10 26 

3 30 

東海第二発電所 トラブル検討会の開催実績（平成 28 年度） 

月 日 内容 備考

4 20 

発電所における予防処置活動の取り組み状況

5 31 

8 19 

9 23 

9 28 

12 19 

12 21 

2 10 

2 20 

3 7 

3 10 

別紙３－５
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過去３年間の海外派遣者実績について

年度

（人数）
件名 派遣者数

平成 26 年度 
（8 名） 

世界原子力発電事業者協会（WANO）ロンドン事務所出向 1 
ハノイ（当社ベトナム連絡事務所）駐在 1 
AP1000 セミナー 2 
三門発電所現場視察 2 
米国エクセロン社，バイロン原子力発電所の現地調査 2 

平成 27 年度 
（7 名） 

世界原子力発電事業者協会（WANO）ロンドン事務所出向 1 
IAEA ワークショップカザフスタンへの専門家派遣 1 
仏国高速炉基本設計移行に伴う技術情報調査 3 
米国 iRobot 社における同社製ロボットの保修技術訓練 1 
米国アイダホ国立研究所における乾式キャスクのガスサンプ

リングに関する打合せ及び関連研究所施設の視察
1 

平成 28 年度 
（8 名） 

Zion 発電所（米国）駐在 4 
Energy Solutions 社 Oak Ridge 事務所（米国）駐在 1 
中国 AP1000 の視察 1 
アレバ社製水素濃度計に関する調査 1 
I-GALL/WG2 会議参加

（ケーブル劣化に関する海外最新知見収集）
1 

別紙３－６
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工認審査基準を踏まえた品質保証計画について

当社における品質保証活動については，新規制基準施行前まではＪＥＡＣ

4111-2009 に基づき品質保証活動を実施してきた。今回の工認審査基準の施

行（平成 25 年 7 月 8 日）を踏まえ，ＪＥＡＣ4111-2009 から追加された要

求事項について品質マニュアルに反映し，平成 25 年 7 月 8 日に適用を開始

した。 

品質マニュアルの主な変更内容は以下のとおりである。

本審査資料 
3.(4)品質保証活動

本審査資料に係る工認審査
基準の追加要求事項 

品質マニュアルの
変更内容 

a.(a)及び(b) 
品質マネジメントシス
テム

第二条第２項第一号 
ＱＭＳに安全文化を醸成す
るための活動を行う仕組み
を含めることを要求され
た。 

第１条（趣旨）
ＪＥＡＣ4111-2009 に
従ったＱＭＳに，工認
審査基準で追加された
要求事項を反映したＱ
ＭＳとすることに変更
した。 

a.(c)及び(d) 
文書及び記録管理

第六条及び第七条
追加要求事項なし

同左

a.(e) 
品質保証活動に係る体
制 

該当条項なし 同左

a.(f)及び(g) 
品質方針及び品質目標

第十条及び第十一条
品質方針は，組織運営に関
する方針と整合的なもので
あることを要求された。 

第１１条（品質方針）
(6)項として左記内容
を追加した。 

a.(h)及び(i) 
マネジメントレビュー

第十七条，第十八条及び第
十九条マネジメントレビュ
ーのインプットとして，品
質目標の達成状況，安全文
化の醸成及び関係法令遵守
の実施状況を要求された。

第１８条（マネジメン
トレビューへのインプ
ット）
(3)，(5)及び(6)項に
左記の内容を追加し
た。

a.(j) 
内部コミュニケーショ
ン 

第十六条 
追加要求事項なし

同左

b.(a)及び(b) 
調達管理 

第三十六条，第三十七条及
び第三十八条 
調達要求事項として，不適
合の報告及び処理，安全文
化醸成活動に関する必要な
事項及び調達要求事項への
適合状況を記録した文書の
提出等を要求された。 

第３６条（調達要求事
項） 
第１項(4)，(5)及び第
３項等に左記内容を追
加した。 

b.(c) 
不適合管理及び是正処
置 

第五十一条及び第五十四条
追加要求事項なし 

同左
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品質マネジメントシステム規程管理番号 

ＱＭ共通：４－２ 
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日本原子力発電株式会社 
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東海第二発電所原子炉施設保安規定 

平 成 2 8 年 3 月

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
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2-16

表３－１ 品質マネジメントシステムの文書 

(1) 一次文書

第３条 

関連項 
管理番号 文書名 所管箇所 関連条 

－ － 品質保証計画 安全室 第 3 条 

4.2.1 ＱＭ共通：4-2 品質保証規程 安全室 

(2) JEAC4111 が要求する“文書化された手順書”である二次文書

第３条 

関連項 
管理番号 文書名 所管箇所 関連条 

4.2.3 ＱＭ共通：4-2-1 文書取扱要項 総務室（本店） 第3条 

4.2.4 ＱＭ共通：4-2-2 品質記録管理要項 発電管理室 第3,120条 

8.2.2 ＱＭ共通：8-2-1 内部監査要項 考査・品質 

監査室 

第 3 条 

8.3 

8.5.2 

8.5.3 

ＱＭ共通：8-3-1 不適合管理要項 安全室 第 3,107 条 

8.5.2 

8.5.3 

ＱＭ共通：8-3-3 根本原因分析実施要項 安全室 第 3 条 

(3) 二次文書

第３条 

関連項 
管理番号 文書名 所管箇所 関連条 

4.1 ＱＭ共通：4-1-1 原子力施設の重要度分類基準要項 発電管理室 第3,107条 

ＱＭ共通：4-1-2 品質管理要項 安全室 第3,4,5条 

5.4.1 ＱＭ共通：5-4-1 品質目標及び品質保証計画管理要

項 

安全室 第3条 

5.5.3 ＱＭ共通：5-5-1 品質保証委員会及び品質保証検討

会運営要項 

安全室 

5.6 ＱＭ共通：5-6-1 マネジメントレビュー要項 安全室 

6.2.2 ＱＭ共通：6-2-1 力量設定管理要項 総務室（本店） 第3,118,119条 

ＱＭ東Ⅱ：6-2-2 運転責任者の合否判定等業務等に

関する要項 

発電管理室 第3条 

ＱＭ東Ⅱ：6-2-3 原子炉主任技術者の選任及び職務

要項 

総務室（本店） 第3,8,9条 

6.3 ＱＭ東Ⅱ：7-1-1 保守管理業務要項 発電管理室 第3,107条, 

107条の2 

6.4 ＱＭ共通：6-4-1 作業環境測定管理要項 総務室（本店） 第3条 

7.1 ＱＭ東Ⅱ：7-1-2 運転管理業務要項 発電管理室 第3,11-78条 

ＱＭ東Ⅱ：7-1-3 燃料管理業務要項 経理・資材室 

発電管理室 

第3,79-86条 

ＱＭ共通：7-1-5 放射性廃棄物管理業務要項 発電管理室 第3,87-91条 

ＱＭ共通：7-1-6 放射線管理業務要項 発電管理室 第3,92-106条 

ＱＭ東Ⅱ：7-1-1 保守管理業務要項 発電管理室 第3,107条, 

107条の2 

ＱＭ共通：7-1-4 原子力災害対策業務要項 発電管理室 第3,108-117条 

ＱＭ共通：7-1-7 コンプライアンス・安全文化醸成活

動要項

安全室 第2条の2，第2

条の3，第3条 
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2-17

第３条 

関連項 
管理番号 文書名 所管箇所 関連条 

7.2.1 ＱＭ共通：7-2-1 官庁申請手続取扱要項 総務室（本店） 第3条 

ＱＭ共通：7-2-2 対外約束事項管理要項 発電管理室 

7.2.2 ＱＭ共通：7-2-3 原子炉施設保安委員会及び原子炉

施設保安運営委員会要項 

発電管理室 第3,6,7条 

7.2.3 ＱＭ共通：7-2-4 官庁定期報告書作成及び官庁対応

業務要項 

発電管理室 第3条 

ＱＭ東Ⅱ：7-2-5 事故・故障時等対応要項 発電管理室 第3,5,121条 

7.3 ＱＭ共通：7-3-1 設計管理要項 発電管理室 第 3,107 条 

7.4 ＱＭ共通：7-4-1 調達管理要項 発電管理室 

ＱＭ共通：7-4-2 重要設備取引先登録要項 経理・資材室 

発電管理室 

第 3 条 

7.5.4 ＱＭ共通：7-5-1 組織外所有物管理要項 発電管理室 

7.5.5 ＱＭ共通：7-5-2 予備品・貯蔵品取扱要項 経理・資材室 

発電管理室 

8.2.1 ＱＭ共通：7-2-4 官庁定期報告書作成及び官庁対応

業務要項 

発電管理室 

8.2.3 ＱＭ共通：8-2-2 業務プロセスレビュー要項 安全室 

8.2.4 ＱＭ共通：8-2-3 試験・検査管理要項 発電管理室 第 3,107 条 

8.3 ＱＭ共通：8-3-2 原子力施設情報公開ライブラリー

「ニューシア」登録管理要項 

発電管理室 第 3 条 

8.4 ＱＭ共通：8-4-1 データ分析要項 安全室 第 3,10 条 
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品質マネジメントシステム規程管理番号 

ＱＭ共通：４－１－２ 

品質管理要項 

日本原子力発電株式会社 

安  全  室 

（抜　粋）

別紙４－４(1/7)

制定　　　平成26年 6月30日 安室規則第 2号 
最終改正　平成29年 6月29日 安室規則第68号 
主管箇所　本店　安全室
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品 質 方 針 

原子力施設のリスクを強く認識し，公衆と環境に対して放射線による有害な影響を及ぼすよう

な事故を起こさないという強い決意のもと， 

〇安全の確保  〇品質の向上  〇企業倫理の浸透  〇透明性の確保 

を基本として，原子力発電に従事する者としての責任と誇りをもって，社会から信頼され，安心

される原子力発電事業を目指し，積極的に知見や経験を蓄積・活用しながら，以下の方針に基づ

いて活動する。 

全てにおいて「安全第一」を最優先に， 

(1)原子力発電のパイオニアとして期待される役割を十分認識し，以下の業務において品質

の高い業務を遂行すること。

・東海第二発電所，敦賀発電所２号機においては，安全運転の達成に向けた運転・保守

を行うこと。 東海第二発電所，敦賀発電所２号機においては,長期保守管理方針を反

映した保守を行うこと。

・東海発電所，敦賀発電所１号機においては，廃止措置を安全・着実に推進するための，

工事の計画・実施，廃棄物の処理処分及び維持施設の運転・保守を行うこと。

・敦賀発電所３，４号機においては，安全性及び信頼性を確保した発電所を建設するた

めの設計・施工を行うこと。

(2)法令・保安規定及び安全協定を遵守すること。また，社内規程については，業務の実態と

整合をとりつつ，適切に定め，維持管理し，遵守すること。

(3)常に問いかける姿勢を意識し，安全性向上活動に自主的，先取的，継続的に取組むこと。

(4)社会の声に耳を傾け，開かれた会社を目指し，積極的に情報を社会に発信するとともに，

情報を共有し報告・連絡・相談できる風通しの良い職場をつくること。

(5)品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善すること。

また，(2)をコンプライアンス活動の方針，(3)及び(4)を安全文化醸成活動の方針，並びに

東海発電所，東海第二発電所，敦賀発電所１，２号機においては，(1)の保守に係る方針を

保守管理の実施方針とする。 

本品質方針を組織の第一線まで周知・徹底し，本品質方針に沿った品質目標の設定，実施及び

その結果のレビューを実施し，これらの活動が適切であることを確認する。 

平成２９年４月２０日 

日本原子力発電株式会社 

社      長

別紙４－５(1/1)
⑦－５ ⑧－５
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品質方針の組織内への伝達方法

⑦－６,⑧－６（執務室掲示：Ａ２サイズ）
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（品質方針　携帯用カードの配布）
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別紙４－６(3/3)

品質方針の組織内への伝達方法

（イントラネット掲載） ⑦－６,⑧－６
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品質マネジメントシステム規程管理番号 

ＱＭ共通：５－６－１ 

マネジメントレビュー要項

日本原子力発電株式会社 

安  全  室 

別紙４－７(1/5)

（抜　粋）

制定　　　平成26年 6月30日 安室規則第 5号 
最終改正　平成29年 4月19日 安室規則第62号 
主管箇所　本店　安全室

添付－144 163



別紙４－７(2/5)

添付－145 164



別紙４－７(3/5)

添付－146 165



別紙４－７(4/5)

添付－147 166



別紙４－７(5/5)

添付－148 167



別紙４－８(1/2)

（抜　粋）

制定　　　平成15年 6月30日 考室規則第 1号 
最終改正　平成29年 4月19日 考室規則第25号 
主管箇所　本店　考査・品質監査室
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品質マネジメントシステム規程管理番号 

ＱＭ共通：５－５－１ 

品質保証委員会及び品質保証検討会 

運営要項 

日本原子力発電株式会社 

安  全  室 

別紙４－９(1/3)

（抜　粋）

制定　　　平成26年 6月30日 安室規則第 4号 
最終改正　平成28年 3月22日 安室規則第42号 
主管箇所　本店　安全室
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品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ規程管理番号 

ＱＭ東海：５－５－０－２ 

ＱＭ東Ⅱ：５－５－０－２ 

品質保証運営委員会運営要領 

 

 

 

平成２９年５月 

東海発電所・東海第二発電所 

品質保証室 

別紙４－１０(1/3)

（抜　粋）

制定　　　平成28年 7月 8日 東海発所則第807号，東二発所則第939号 
最終改正　平成29年 5月25日 東海発所則第827号，東二発所則第958号
主管箇所　東海第二発電所　 品質保証室 
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品質保証委員会の開催実績（平成２８年度）

月 日 回数 付議内容 備考

６ 16 １ ・平成２７年度各室所の品質目標の達成度について

・平成２８年度各室所の品質目標の設定について

・平成２７年度各室所の品質保証計画の実施状況について

・平成２８年度各室所の品質保証計画の策定について

・審議事項

・審議事項

・審議事項

・審議事項

11 17 ２ ・平成２８年上期各室所の品質目標の達成状況について

・平成２８年上期各室所の品質保証計画の実施状況について

・根本原因分析対象事象の選定検討結果について

・審議事項

・審議事項

・審議事項

２ １ ３ ・品質方針の変更について

・品質目標の追加設定について

・敦賀発電所２号機の被水事象に係る全社展開の要否につい

て

・品質保証活動，コンプライアンス・安全文化醸成活動の改善

について

・審議事項

・審議事項

・審議事項

・報告事項

３ 15 ４ ・第１７回実施部門マネジメントレビュー・インプット情報に

ついて

・審議事項

品質保証委員会の開催実績（平成２９年度）

月 日 回数 付議内容 備考

６ 29 １ ・平成２８年度各室所の品質目標の達成度について

・平成２９年度各室所の品質目標の設定について

・平成２８年度各室所の品質保証計画の実施状況について

・平成２９年度各室所の品質保証計画の策定について

・審議事項

・審議事項

・審議事項

・審議事項

別紙４－１１(1/2)
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東海第二発電所 品質保証運営委員会の開催実績（平成２８年度）

月 日 回数 付議内容 備考

4 7 １ ・東海第二発電所平成２８年度 品質目標（各室）の設定につ

いて（再審議）

・審議事項

5 10 ２ ・東海第二発電所平成２７年度 品質目標の達成度（年度実

績）について

・報告事項

5 13 ３ ・東海第二発電所平成２７年度 品質保証計画の年度実績に

ついて

・東海第二発電所平成２８年度 品質保証計画の策定につい

て

・報告事項

・審議事項

10 21 ４ ・東海第二発電所 平成２８年度 品質目標の達成度（上期実

績）について

・東海第二発電所 平成２８年度 品質保証計画の上期実績に

ついて

・報告事項

・報告事項

1 16 ５ ・平成２８年度 東海第二発電所 品質マネジメントシステム・

レビュー結果のうち品質目標の達成度（年度推定実績）につ

いて

・審議事項

2 8 ６ ・東海第二発電所 保守管理の有効性評価(平成２７年度及び

第２５保全サイクル・中間４回目) 及び (平成２８年度・

中間)の結果について

・審議事項

2 9 ７ ・品質方針の変更に伴う東海第二発電所 平成２８年度 品質

目標の変更の要否について

・審議事項

2 27 ８ ・平成２８年度 東海第二発電所品質マネジメントシステム・

レビュー結果について

・審議事項

3 21 ９ ・平成２８年度 東海第二発電所品質マネジメントシステム・

レビュー結果のうち平成２９年度 品質目標の設定につい

て

・審議事項

東海第二発電所 品質保証運営委員会の開催実績（平成２９年度）

月 日 回数 付議内容 備考

4 24 １ ・東海第二発電所 平成２９年度 品質目標（各室）の設定に

ついて

・品質方針の変更に伴う東海第二発電所 平成２９年度 品質

目標の変更の要否について

・審議事項

・審議事項

5 18 ２ ・東海第二発電所 平成２８年度 品質目標の達成度（年度実

績）について

・東海第二発電所 平成２８年度 品質保証計画の年度実績

について

・東海第二発電所 平成２９年度 品質保証計画の策定につ

いて

・報告事項

・報告事項

・審議事項

8 10 3 ・東海・東海第二発電所 平成２９年度 安全文化醸成活動計

画の策定について

・審議事項

別紙４－１１(2/2)
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品質マネジメントシステム規程管理番号 

ＱＭ共通：４－１－１ 

原子力施設の重要度分類基準要項 

日本原子力発電株式会社 

発電管理室 

廃止措置プロジェクト推進室 

別紙４－１２(1/4)

（抜　粋）

制定　　　平成17年 3月30日 発室規則第117号，廃室規則第 14号 
最終改正　平成29年 4月19日 発室規則第765号，廃室規則第466号
主管箇所　本店　発電管理室
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品質マネジメントシステム規程管理番号 

ＱＭ共通：7－4－1 

調達管理要項 

日本原子力発電株式会社              

発 電 管 理 室              

廃止措置プロジェクト推進室

別紙４－１３(1/9)

（抜　粋）

制定　　　平成17年 3月30日 発室規則第108号，廃室規則第 13号 
最終改正　平成29年 6月29日 発室規則第772号，廃室規則第477号
主管箇所　本店　発電管理室
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品質マネジメントシステム規程管理番号 

ＱＭ共通：８－３－１ 

不適合管理要項 

日本原子力発電株式会社 

安  全  室 

別紙４－１４(1/6)

制定　　　平成26年6月30日 安室規則第 9号 
最終改正　平成29年4月19日 安室規則第61号 
主管箇所　本店　安全室 

（抜　粋）
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品質マネジメントシステム規程管理番号

ＱＭ東海：６－２－１－２

ＱＭ東Ⅱ：６－２－１－３

力量運用要領

平成２９年３月

東海発電所・東海第二発電所

総 務 室

別紙５－２（1／4）

（抜　粋）

制定　　　平成15年12月17日　東発所則第288号，東二発所則第290号
最終改正　平成29年 3月31日　東発所則第822号，東二発所則第952号
主管箇所　東海第二発電所　総務室
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品質マネジメントシステム規程管理番号 

QM 東海：６－２－１－６ 

QM 東Ⅱ：６－２－１－７ 

原子炉施設保安教育手順書 

平成２６年６月 

東海発電所・東海第二発電所 
総 務 室 

別紙５－３（1／7）

（抜　粋）

制定　　　昭和62年 4月 2日　東発細則第 207号，東二発細則第 198号
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QM 東海：６－２－１－４（１９次） 
QM 東Ⅱ：６－２－１－５（１９次） 

品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ規程管理番号
QM 東海：６－２－１－４ 

QM 東Ⅱ：６－２－１－５ 

教育・訓練計画手順書 

 

 

平成２６年７月 

東海発電所・東海第二発電所 

総 務 室
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東海第二発電所原子炉施設保安規定 

平 成 2 8 年 3 月

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
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5.5.3 内部コミュニケーション 

 社長は，「品質保証規程」に基づき組織内にコミュニケーションのための適切なプロセスが確立さ

れることを確実にする。また，品質マネジメントシステムの有効性に関しての情報交換が行われるこ

とを確実にする。 

5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1 一般 

(1) 社長は，組織の品質マネジメントシステムが，引き続き，適切，妥当かつ有効であることを確実

にするために，「マネジメントレビュー要項」に基づき，あらかじめ定められた間隔で品質マネジ

メントシステムをレビューする。

(2) このレビューでは，品質マネジメントシステムの改善の機会の評価，並びに品質方針及び品質目

標を含む品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行う。

(3) 管理責任者は，マネジメントレビューの結果の記録を維持する(4.2.4 参照)。

5.6.2 マネジメントレビューへのインプット 

管理責任者は，マネジメントレビューへのインプットに次の情報を含める。 

a) 監査の結果

b) 原子力安全の達成に関する外部の受けとめ方

c) プロセスの成果を含む実施状況（品質目標の達成状況を含む。）並びに検査及び試験の結果

d) 予防処置及び是正処置の状況

e) 安全文化を醸成するための活動の実施状況

f) 関係法令の遵守状況

g) 前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ

h) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更

i) 改善のための提案

5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット 

 社長は，マネジメントレビューからのアウトプットに，次の事項に関する決定及び処置すべてを含

める。 

a) 品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善

b) 業務の計画及び実施にかかわる改善

c) 資源の必要性

6. 資源の運用管理

6.1 資源の提供 

組織は，原子力安全に必要な資源を明確にし，提供する。 

6.2 人的資源 

6.2.1 一般 

別紙５－５（2／3）
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 原子力安全の達成に影響がある業務に従事する要員は，適切な教育，訓練，技能及び経験を判断の

根拠として力量を有すること。 

6.2.2 力量，教育・訓練及び認識 

組織は，次の事項を「力量設定管理要項」に定め，実施する。 

a) 原子力安全の達成に影響がある業務に従事する要員に必要な力量を明確にする。

b) 必要な力量が不足している場合には，その必要な力量に到達することができるように教育・訓

練を行うか，又は他の処置をとる。 

c) 教育・訓練又は他の処置の有効性を評価する。

d) 組織の要員が，自らの活動のもつ意味及び重要性を認識し，品質目標の達成に向けて自らがど

のように貢献できるかを認識することを確実にする。

e) 教育，訓練，技能及び経験について該当する記録を維持する(4.2.4 参照)。

6.3 原子炉施設及びインフラストラクチャー 

 組織は，原子力安全の達成のために必要な原子炉施設を「保守管理業務要項」に定め，維持管理す

る。また，原子力安全の達成のために必要なインフラストラクチャーを明確にし，提供し，維持する。 

6.4 作業環境 

 組織は，原子力安全の達成のために必要な作業環境を業務の計画（7.1 参照）にかかわる関連する

文書，及び「作業環境測定管理要項」に定め，運営管理する。 

7. 業務の計画及び実施

7.1 業務の計画 

(1) 組織は，一次文書，二次文書，三次文書に基づき，保安活動に関する業務に必要なプロセスを計

画し，構築する。 

(2) 業務の計画は，品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事項と整合がとれているこ

と(4.1 参照)。 

(3) 組織は，業務の計画に当たって，次の各事項について適切に明確化する。

a) 業務・原子炉施設に対する品質目標及び要求事項

b) 業務・原子炉施設に特有な，プロセス及び文書の確立の必要性，並びに資源の提供の必要性

c) その業務・原子炉施設のための検証，妥当性確認，監視，測定，検査及び試験活動，並びにこ

れらの合否判定基準 

d) 業務・原子炉施設のプロセス及びその結果が，要求事項を満たしていることを実証するために

必要な記録(4.2.4 参照) 

(4) この計画のアウトプットは，組織の運営方法に適した形式にする。

7.2 業務・原子炉施設に対する要求事項に関するプロセス 

7.2.1 業務・原子炉施設に対する要求事項の明確化 

組織は，次の事項を業務の計画（7.1 参照）において，明確にする。 

別紙５－５（3／3）
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品質マネジメントシステム規程管理番号 

ＱＭ共通：４－２ 

品 質 保 証 規 程

日本原子力発電株式会社 
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最終改正　平成29年 4月19日 社規第1223号 
主管箇所　本店　安全室
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東海第二発電所の教育訓練実績（平成 28 年度） 

１．共通項目

研修名 受講者数 備考

保

安

教

育

入所時に実施する教育（入所時教育） 45 名 
その他反復教育

（関係法令及び保安規定の遵守に関すること）
120 名 

その他反復教育

（非常の場合に講ずべき処置に関すること）
214 名 

原子力防災教育 －
保安教育のその他反復教育（非常の

場合に講ずべき処置に関すること）

にて兼用

安全協定教育 45 名 
消防訓練

①総合火災訓練

②防火訓練

③公設消防との合同訓練

④消防訓練

①78 名

②30 名

③7 名

④158 名

原子力防災訓練 146 名 

２．運転関係（シミュレータ訓練）

研修名 受講者数 備考

ファミリー訓練コース シミュレータ訓練（直員連携訓練） 95

ファミリー訓練コース

上級運転コース

シミュレータ訓練

（起動停止・異常時・警報発生時対応訓練） 95 

ﾌｧﾐﾘｰ訓練ｺｰｽ

と重複

H28 年度は上

級訓練ｺｰｽへの

派遣なし

ファミリー訓練コース

運転管理コース

運転責任者試験準備コース

シミュレータ訓練

（起動停止・異常時・警報発生時の対応・

判断・指揮命令訓練）

97 

95名はﾌｧﾐﾘｰ訓

練ｺｰｽと重複

H28 年度は運

転管理ｺｰｽへの

派遣なし

別紙５－７
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以
上
／

3
年

 
２

１
４
名

※
１

そ
の
他
反
復
教
育

（
核
燃
料
物
質
及
び
核
燃

料
物
質
に
よ
っ

て
汚
染
さ
れ
た
物

の
取
扱
い
に
関
す
る

こ
と
）

運
転
員
（
燃
料
取
替
の
業
務
に
関

わ
る
者
）

燃
料
の
臨
界
管
理
に
関
す

る
こ
と

，
燃
料
の
検
査
・
取
替

・
運
搬
及
び
貯
蔵
に
関

す

る
こ
と

30
時
間
以
上
／

3
年

 
１
６
名

別紙５－８
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運
転

員
教

育
体

系
概

要
Q
M
東
Ⅱ
：

6
-
2
-
1
-
1
5
(
4
3
次

)
別

表
-
1

教
育

項
目

配
属

後
年

数
１

２
３

４
５

６
７

２
０

程
度

運
転

教
育

区
分

初
級

中
級

上
　

　
級

管
理

・
監

督
者

1
.
知

識
教

育

直
2
.
技

術
教

育
（

Ｏ
Ｊ

Ｔ
）

内
3
.
基

本
運

転
動

作
励

行
確

認
訓

練

教
4
.
事

故
訓

練

育
5
.
保

安
規

定
勉

強
会

6
.
直

内
技

術
検

討
会

1
.
運

転
技

能
訓

練
教

育
1
.
フ

ァ
ミ

リ
ー

（
Ｂ

Ｔ
Ｃ

）
2
.
初

級
コ

ー
ス

(
Ⅰ

,
Ⅱ

,
Ⅲ

)

3
.
中

級
コ

ー
ス

(
Ⅰ

,
Ⅱ

)

4
.
上

級
コ

ー
ス

(
Ⅰ

,
Ⅱ

)

2
.
運

転
技

能
訓

練
教

育
1
.
新

入
運

転
員

コ
ー

ス

直
1
.
～

1
2
.
は

2
.
訓

練
運

転
員

基
本

動
作

取
得

コ
ー

ス

東
海

総
合

研
修

セ
ン

タ
ー

3
.
現

場
操

作
対

応
コ

ー
ス

4
.
プ

ラ
ン

ト
起

動
・

停
止

コ
ー

ス

外
1
3
.
は

5
.
上

級
運

転
員

コ
ー

ス
Ⅱ

総
合

研
修

セ
ン

タ
ー

6
.
上

級
運

転
員

コ
ー

ス
Ⅰ

7
.
Ｓ

Ａ
／

Ａ
Ｍ

コ
ー

ス

教
8
.
フ

ァ
ミ

リ
ー

訓
練

コ
ー

ス

9
.
定

検
時

運
転

管
理

コ
ー

ス

1
0
.
運

転
管

理
コ

ー
ス

1
1
.
S
A
/
A
M
教

育
訓

練
コ

ー
ス

（
基

礎
）

1
2
.
S
A
/
A
M
教

育
訓

練
コ

ー
ス

（
応

用
）

育
1
3
.
運

転
管

理
者

の
た

め
の

H
/
E
防

止
コ

ー
ス

3
.
原

子
力

全
般

教
育

1
.
総

合
研

修
セ

ン
タ

ー
原

子
力

基
礎

研
修

コ
ー

ス

4
.
運

転
関

連
技

能
教

育
1
.
セ

ミ
ナ

ー
参

加

2
.
資

格
取

得
研

修

5
.
基

本
研

修
1
.
新

入
社

員
教

育

2
.
階

層
別

教
育

3
.
運

転
責

任
者

教
育

（
発

電
長

研
修

）

注
）

発
電

直
に

配
属

さ
れ

た
高

卒
の

新
入

社
員

を
標

準
と

す
る

。
（

高
専

、
大

卒
は

1
～

2
年

早
く

な
る

）
そ

の
他

の
者

は
、

そ
の

都
度

東
二

発
電

室
経

歴
を

勘
案

し
て

決
め

る
も

の
と

す
る

。

～

取
1
0
.1

-
8

教
育
訓

練
プ
ロ

グ
ラ

ム
の

概
要

（
イ
メ

ー
ジ

）
運

転
員

の
基

本
的

な
養

成
パ

タ
ー

ン
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保
 
修

 
室

 
員

 
の

 教
 
育

 
体

 
系
 

区
分
 

初
 

級
 

教
 

育
 

中
 

級
 

教
 

育
 

上
 

級
 

教
 

育
 

養
 
成

 
パ

 
タ

 
ー

 
ン
 

注
 

１
～

３
年

 
４

～
８

年
 

９
年

以
上

 

教  育  体  系 

室 内 教 育 

集
合

教
育

 

実
務

教
育

 

集
合

教
育

 

実
務

（
Ｏ

Ｊ
Ｔ

）
教

育
 

室 外 教 育 

部
門

研
修

 

(
保

修
教

育
コ
ー

ス
等

)
 

初
級

教
育

 
 

メ
ー

カ
研

修
専

門
技

術
研

修
 

社
外

セ
ミ
ナ

ー
等

 
セ

ミ
ナ

ー
参

加
に

よ
る

研
修

資
 

格
 

取
 

得
 

研
 

修

一
般

教
育

（
参

考
）

 

注
：

養
成

パ
タ

ー
ン

の
年

数
は

、
高

等
学

校
卒

の
新

入
社

員
を

基
準

に
し

て
い

る
。

 

保
修

室
員

の
階

層
区

分
の

考
え

方
 

実
経

過
年

数
 

1
年

 
 
 
 
 
2
年

 
 
 
 
 
3
年

 
 
 
 
 
4
年

 
 
 
 
 
5
年

 
 
6
年

 
 
 
 
 
7
年

 
 
 
 
 
8
年

 
 
 
 
 
9
年

 
 
 
 
1
0
年
・

・
・

・
管

理
職

 
階
層
及
び
評
価
年
数
 

高
校

卒
 

高
専

卒
 

大
学

以
上

卒
 

 
 

初
級

 
中

級
 

 
 
上

級
 

 
 
 
初

級
 

 
中

級
上

級
 

初
級

 
 

中
級

 
 
 
 
 
上

級
 

＊
 
保

修
業

務
（

監
理

員
業
務

を
含

む
）

経
験

が
な

い
一

般
職
又

は
、

管
理

職
の

中
途

配
属

者
に

つ
い

て
は

、
配
属

後
１

年
以

内
は

初
級

と
し

、
経

過
後

は
実

務
 

経
験
及

び
職

位
等

を
考
慮

し
た

階
層

と
す

る
。

 

＊
 
過

去
に

保
修

業
務

（
監
理

員
業

務
を

含
む

）
経

験
が

あ
る
か

、
現

在
、

他
発

電
所

で
保

修
業

務
（

監
理

員
業
務

を
含

む
）

を
し

て
い

る
一

般
職

又
は

、
管

理
職
 

の
中
途

配
属

者
に

つ
い
て

は
、

配
属

さ
れ

た
時

点
で

の
知
識

、
技

能
等

を
考

慮
し

、
実

務
経

験
等

を
総

合
的
に

評
価

し
た

階
層

と
す

る
。

 

22 

中
級

・
上

級
者

教
育

 
（

総
合

研
修

セ
ン

タ
ー

）

社
員

教
育

、
業

務
教

育
、

労
働

安
全

衛
生

教
育

等
 

（
総

合
研

修
セ

ン
タ

ー
）

 

QM 東海：6-2-1-13(5 次) 

QM 東Ⅱ：6-2-1-14(5 次)

別表―１ 

保
修

室
員

の
基

本
的

な
養

成
パ

タ
ー

ン

教
育
訓

練
プ
ロ

グ
ラ

ム
の

概
要

（
イ
メ

ー
ジ

）
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本店及び東海第二発電所における各年度の社外教育訓練受講者数

教育訓練名 
平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 
備考 

＜本店＞ 

JEAC4111 講習会 2 4 0 0 0 

ISO9000/9001 関係セミナー 0 4 0 3 1 

根本原因分析手法（SAFER）研修 3 0 0 0 0 

保障措置セミナー 1 0 0 0 0 

東京大学大学院工学系研究科原子力専攻派遣 0 0 0 0 1 

＜東海第二発電所＞ 

ＢＷＲ運転訓練センター教育 
（初級Ⅰ訓練コース） 

1 4 4 3 3 

〃 
（初級Ⅱ訓練コース） 

2 4 4 3 3 

〃 
（中級Ⅰ訓練コース） 

0 0 1 1 2 

〃 
（中級Ⅱ訓練コース） 

0 2 0 0 0 

〃 
（中級Ⅲ訓練コース） 

0 2 0 0 0 

〃 
（中級ⅢB／C訓練コース） 

0 3 0 0 0 

〃 
（上級初期訓練コース） 

0 2 0 0 0 

〃 
（SA訓練コース(上級)） 

0 0 0 1 5 

〃 
（上級Ⅰ訓練コース） 

2 2 1 0 0 

〃 
（上級Ⅱ訓練コース） 

1 1 2 1 3 

JEAC4111 講習会 3 2 4 1 2 

JEAC4207 講習会 1 0 0 0 0 

ISO9000/9001 関係セミナー 2 2 3 1 6 

ISO14001 関係セミナー 1 0 4 1 8 

根本原因分析手法（SAFER）研修 0 3 0 2 0 

原子力保全研修会 1 1 1 0 0 

放射線取扱主任者定期・法定講習 3 1 0 1 2 

放射性物質安全輸送講習会 0 0 0 0 2 

保修技能研修（機械） 2 0 0 1 3 

保修技能研修（電気・計装） 13 9 5 3 6 

設備診断技術研修 0 0 3 0 0 

東京大学大学院工学系研究科原子力専攻派遣 1 0 1 0 0 

別紙５－１０
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東
海
第
二
発
電
所
に
お
け
る
重
大
事
故
等
対
応
に
関
す
る
訓
練
実
績

訓
練

の
種

類
訓

練
内
容

平
成

27
年
度

 
平

成

28
年
度

 
水

源
確
保

訓
練

ハ
イ

ド
ロ

ポ
ン

プ
車

・
ホ

ー
ス

車
取
扱

訓
練

・
ハ

イ
ド

ロ
ポ

ン
プ

車
の

取
扱

訓
練

（
ユ

ニ
ッ

ト
運

転
操

作
，

ポ
ン

プ
取
出

し
／

収
納

，
ク

レ
ー
ン

操

作
，

ユ
ニ

ッ
ト

コ
ン

テ
ナ

操
作

等
）

・
ホ

ー
ス

車
取

扱
訓

練

（
ホ

ー
ス

展
張

／
回

収
，

ホ
ー

ス
着
脱

，
接

続
金

物
取

扱
い
等

）

11
回

 
36

回
 

緊
急

時
送

水
口

ホ
ー

ス
接

続
訓

練
・

Ｓ
Ｆ
Ｐ

外
部

注
水

配
管

へ
の

ホ
ー
ス

接
続

訓
練

・
Ｒ

Ｈ
Ｒ

Ｓ
系

又
は

，
Ｄ

Ｇ
Ｓ

系
緊
急

時
送

水
口

へ
の

ホ
ー
ス

接

続
訓

練

4
回

 
－

ハ
イ

ド
ロ

ポ
ン

プ
車

取
水

・
送

水
訓
練

・
荷

揚
岸

壁
，

地
下

集
水

池
等

を
水
源

と
し

た
取

水
／

送
水
訓

練
 

1
回

 
－

Ｃ
Ｓ

Ｔ
エ

ア
ー

ブ
リ

ー
ザ

取
外

訓
練

・
モ

ッ
ク

ア
ッ

プ
装

置
を

使
用

し
た
エ

ア
ー

ブ
リ

ー
ザ

の
取
外

訓

練

・
現

場
（

Ｃ
Ｓ

Ｔ
上

部
）

確
認

4
回

 
3
回

 

電
源

確
保

（
低

圧

電
源

車
操

作
）

訓

練

低
圧

電
源

車
機

関
操

作
訓

練
・

低
圧
電

源
車

の
機

関
操

作
等

15
回

 
14

回
 

低
圧

電
源

車
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
・

接
続
訓

練
・

ケ
ー
ブ

ル
搭

載
車

か
ら

の
ケ

ー
ブ
ル

引
出

し
／

巻
取

り
，
電

源

車
ケ

ー
ブ

ル
の

接
続

訓
練

・
低

圧
電

源
車

ケ
ー

ブ
ル

接
続

箇
所
確

認
（

水
処
理

M
CC

，
開

閉
所

M
CC

，
CS

電
気
室

等
）

15
回

 
18

回
 

別紙５－１１（1／3）
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訓
練

の
種

類
訓

練
内
容

平
成

27
年
度

 
平

成

28
年
度

 
車

両
等
運

転
技

能

維
持

・
向

上
訓

練

ホ
イ

ー
ル

ロ
ー

ダ
運

転
訓

練
・

ホ
イ
ー

ル
ロ

ー
ダ

の
運

転
操

作
訓
練

16
回

 
17

回
 

ハ
イ

ド
ロ

ポ
ン

プ
車

（
大

型
車

両
）
運

転
訓

練

・
ハ

イ
ド

ロ
ポ

ン
プ

車
（

マ
ニ

ュ
ア
ル

車
）

に
よ

る
構

内
道
路

走

行

・
地

下
集

水
池

取
水

箇
所

へ
の

寄
付
き

停
車

，
方

向
変

換
等

2
回

 
12

回
 

低
圧

電
源

車
（

中
型

車
）

運
転

訓
練

・
低

圧
電

源
車

に
よ

る
構

内
道

路
走
行

（
走

行
，

方
向

転
換
等

）
－

－

ク
ロ

ー
ラ

式
台

車
（

可
搬

式
デ

ィ
ー
ゼ

ル
ポ

ン
プ

積
載

）
運

転
訓

練

・
ク

ロ
ー

ラ
式

台
車

の
走

行
訓

練
（
前

進
／

後
進

，
方

向
変
換

等
）

・
月

例
点

検
（

ク
ロ

ー
ラ

台
車

）
時
の

運
転

確
認

（
訓

練
）

1
回

 
5
回

 

原
付

バ
イ

ク
運

転
訓

練
・

原
付
バ

イ
ク

に
よ

る
構

内
道

路
走
行

・
原

付
バ

イ
ク

の
取

扱
方

法
や

走
行
特

性
の

把
握

－
 

3
回

 

給
油

訓
練

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

取
扱

（
軽

油
抜

取
）
訓

練
・

地
下
軽

油
タ

ン
ク

か
ら

タ
ン

ク
ロ
ー

リ
へ

の
燃

料
抜

取
り
訓

練
1
回

 
－

消
火

活
動

訓
練

及

び
消

防
ポ

ン
プ

自

動
車

の
操

作
訓

練

消
防

活
動

訓
練

・
定

期
的

に
実

施
し

て
い

る
自

衛
消
防

隊
の

消
防

訓
練

（
守
衛

）

へ
の

参
加

・
消

防
ホ

ー
ス

及
び

ポ
ン

プ
等

の
取
扱

訓
練

，
放

水
訓

練

・
消

火
活

動
に

お
け

る
現

場
指

揮

10
回

 
18

回
 

消
防

ポ
ン

プ
機

関
操

作
訓

練
・

消
防
ポ

ン
プ

の
機

関
操

作
訓

練

・
防

火
水

槽
等

を
水

源
と

し
た

ポ
ン
プ

運
転

（
起

動
）

操
作
訓

練

32
回

 
－
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訓
練

の
種

類
訓

練
内
容

平
成

27
年
度

 
平

成

28
年
度

 
防

災
資
機

材
取

扱

（
ロ

ボ
ッ

ト
操

作
）

訓
練

初
期

訓
練

・
敦

賀
支

援
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
操
作

訓
練

－
 

1
回

 

定
着

訓
練

・
敦

賀
支

援
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
操
作

訓
練

・
発

電
所

構
内

に
お

け
る

操
作

訓
練

－
 

6
回

 

そ
の

他
原
子

炉
建

屋
ベ

ン
ト

操
作

訓
練

・
Ｒ

／
Ｂ

屋
上

へ
の

ア
ク

セ
ス

方
法
確

認

・
Ｒ

／
Ｂ

ベ
ン

ト
操

作
方

法
確

認

・
ブ

ロ
ー

ア
ウ

ト
パ

ネ
ル

開
放

装
置
の

取
扱

方
法

確
認

2
回

 
1
回

 

ア
ク

シ
デ

ン
ト

マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
訓

練

フ
ル

ス
コ

ー
プ

連
携

訓
練

・
フ

ル
ス

コ
ー

プ
シ

ミ
ュ

レ
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